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建設工事執行規則



平成9年3月31日
規則第26号

三島市建設工事執行規則(昭和54年三島市規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 請負契約(第10条―第18条)
第3章 請負工事の施工(第19条―第44条)
第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第45条―第57条の2)
第5章 請負契約の解除(第58条―第61条)
第6章 雑則(第62条―第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)

(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をい
(3) 受注者 市と工事の請負契約を締結した者をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、請負又は直営とする。
2 市長は、工事を請負により執行する場合においては、分割又は分離して執行することができる。
3 市長は、工事を直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。
(直営とする場合)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直営で工事を執行するものとする。
(1) 工事の目的又は性質により、請負に付することが不適当であると認めるとき。
(2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(受注者の資格要件)

(工事の見積期間)

(1) 工事1件の設計金額が500万円未満の工事については、1日以上
(2) 工事1件の設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事については、10日以上
(3) 工事1件の設計金額が5,000万円以上の工事については、15日以上
(設計付入札)
第7条 市長は、工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することが
2 前項の場合においては、市長は、設計内容及び入札金額により選考のうえ落札者を決定する。
(入札書及び見積書)

(関連工事の調整)

第2章 請負契約
(請負契約の締結)
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第10条 請負契約は、様式第3号による建設工事請負契約書又は様式第4号による建設工事請負仮契約書
及び三島市建設工事請負契約約款並びに仕様書、設計書及び図面(現場説明に対する質問回答書を含
む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)により、その内容を明らかにして
締結しなければならない。ただし、その請負契約に係る請負代金が130万円未満のときは、様式第5号に
よる建設工事請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。

2 請負契約の内容を変更する場合においては、様式第6号による建設工事変更請負契約書又は様式第7
号による建設工事変更請書によるものとする。

三島市建設工事執行規則

第1条 この規則は、三島市(以下「市」という。)が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に
定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督
を行う職員をいう。

第5条 工事の受注者は、市長が別に定める工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者でなけ
ればならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第6条 市長は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法
による場合にあっては入札を行う以前に、次に掲げる見積期間を設けるものとする。ただし、やむを得
ない事情があるときは、第2号又は第3号に掲げる期間は、5日以内に限り短縮することができる。

第8条 様式第1号による入札書又は様式第2号による見積書は、封印のうえ、その表面に当該入札書又
は見積書が在中している旨を明記し、かつ、入札又は見積りの年月日及び番号、工事名並びに入札者又
は見積者の住所並びに氏名又は名称及び代表者氏名を記載して提出しなければならない。

第9条 市長は、受注者の施工する工事及び市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に
関連する場合において、必要があると認めるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場
合においては、受注者は、市長の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならな
い。



3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。
4 第1項に規定する請負契約約款は、市長が別に定める。
5 請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(近接工事に係る契約変更)

(守秘義務)
第11条 受注者は、請負契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(書面主義)

(契約の保証)

(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(5) 請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) 請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

(権利義務の譲渡等)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

(暴力団関係業者による下請負の禁止等)

(下請負人通知書の提出)
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4 前項の規定により市長が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害
及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、
受注者が一切の責任を負うものとする。

第16条 受注者は、下請負により工事を施工しようとするときは、あらかじめ下請負人の商号又は名称
その他必要な事項を明記した様式第9号による下請負人通知書を市長に提出しなければならない。

3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して
下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、市長は、受注者に対し
て、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対
して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)
は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、三島
市契約規則(平成17年三島市規則第5号)第34条の規定による担保の提供として行われたものとし、同項
第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、三島市契約規則第33条ただし書の規定に基づき、契約保
証金の納付を免除するものとする。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、市
長は保証の額の増額を、受注者は保証の額の減額を請求することができるものとする。

第14条 受注者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな
い。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第27条第2項の規定による検
査に合格したもの及び第52条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を
第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、
市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、様式第8号による建設工事
請負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書を市長に提出しなければならない。

第15条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する
工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

第15条の2 受注者は、第58条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業
者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係
る下請契約を締結させてはならない。

第10条の2 受注者が、入札の方法により近接工事(当該請負に係る工事の工事現場と同一の工事現場で
ある工事又は隣接する工事で、工期が重複しており、同一の工事現場として管理することが可能である
と市長が認める工事をいう。)に係る契約を締結した場合には、当該契約締結後速やかに、共通仮設
費、現場管理費及び一般管理費等について設計図書の変更を行い、当該契約に係る請負代金額を減額す
る変更契約を締結するものとする。

第13条 受注者は、請負契約(1件300万円未満の工事に係るものを除く。)の締結と同時に、次の各号の
いずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第6号に掲げる保証を付したとき
は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市長に寄託しなければならない。

(3) 請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行若しくは市長が確実と認
める金融機関の保証
(4) 請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社(公共工事の前払
金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保
証事業会社」という。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約
を付したものに限る。)

第12条 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとし、当該
書面の書式は、この規則に定めるもののほか、市長が定めるところによるものとする。



(特許権等の使用)

(共同企業体の特則)

第3章 請負工事の施工
(施工基準)

2 請負契約において特に定める場合を除き、施工方法等については、受注者が定めるものとする。
(工事の着手)

(夜業等の届出)

(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)

(監督員)

(1) 請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

(現場代理人、主任技術者等)

(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)

1-3

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。第27条において同じ。)
3 市長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有
する権限の内容を受注者に通知しなければならない。

5 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除
き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって市長に到達
したものとみなす。

第24条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、様式第13号による現場代理人等通知書に
より、その氏名その他必要な事項を市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同
様とする。

(3) 専任の主任技術者(法第26条第3項の規定により専任のものでなければならない主任技術者をい
う。以下同じ。)

第22条 受注者は、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて様式第11号による工程表を作成
し、市長に提出しなければならない。ただし、工事の性質上、市長が必要ないと認めた工事について
は、この限りでない。
2 市長は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求めるも
のとする。
3 受注者は、市長から請求があった場合においては、工程表に基づいて、様式第12号による工事工程
月報に工事の進ちょく状況を記載して提出しなければならない。
4 受注者は、市長から請求があった場合においては、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づい
て請負代金内訳書を作成して提出しなければならない。

第23条 市長は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更
したときも、同様とする。

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の
承諾

第20条 受注者は、特に期日を定めたものを除くほか、請負契約締結後10日以内に工事に着手しなけれ
ばならない。

第21条 受注者が、工事の施工に際し、夜業をしようとするときは、市長に届け出なければならない。
ただし、市長において指定した場合は、この限りでない。

第17条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三
者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料及び仮設、施工方法その他工事目的
物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関
する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料、施工方法等を指定した場合に
おいて、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったと
きは、市長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

2 共同企業体を結成している受注者は、市長に対して行う請負契約に基づくすべての行為を当該共同
企業体の代表者を通じて行わなければならない。

第19条 受注者は、設計図書に基づき所定の請負代金をもって、所定の工期内にその工事を完成させな
ければならない。

第18条 受注者が共同企業体を結成している場合においては、市長は、請負契約に基づくすべての行為
を共同企業体の代表者に対して行うものとする。この場合においては、市長が共同企業体の代表者に
行った請負契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみな
す。

2 監督員は、この規則に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有す
る。

(4) 専任の監理技術者(法第26条第3項の規定により専任のものでなければならない同条第2項に規定す
る監理技術者をいう。以下同じ。)
(5) 監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者(法第26条第4項の規定により選任された専
任の監理技術者をいう。以下同じ。)



6 現場代理人、主任技術者又は専任の監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

(工事関係者に対する措置請求）

(工事材料の品質、検査等)

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

1-4

6 受注者は、第2項の検査を受けたときは、様式第15号による材料検査簿にその状況を記入し、監督員
の検印を受けるものとする。

第28条 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受け
るものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したも
のを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当
該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は
工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書
に定めるところにより当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日
以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受け
た日から7日以内に応じなければならない。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ、又は所
要の措置をとらなければならない。

第25条 受注者は、設計図書に定めるところにより、請負契約の履行について市長に報告しなければな
らない。

2 市長又は監督員は、主任技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人
を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工
事の施工又は管理につき著しく不適当であると認めるものがあるときは、受注者に対してその理由を明
示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはな
らない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、
当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当であると認められるときは、市長に対し、
その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果
を請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。

5 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しよ
うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市長に通知しなければならない。

7 受注者は、様式第14号による工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が求めたときは、これを提
示しなければならない。

5 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を
請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

第27条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによるものとし、設計図書にその品質が
明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について
は、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用
は、受注者の負担とする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に
支障がなく、かつ、市長との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場に
おける常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、市長が認めるときは、複数の工事現場に同一の現場代理人を置くことができる。この場
合において、当該現場代理人は、いずれかの工事現場に駐在しているときは、当該複数の工事現場のい
ずれにも常駐しているものとみなす。

第26条 市長は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者と兼任
する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき
は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで
きる。

(6) 専門技術者(法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下
同じ。)
2 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代
金額の変更、請負代金の請求及び受領、第26条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第
4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに請負契約の解除に係る権限を除き、請負契約に基づく受注者
の一切の権限を行使することができる。



(支給材料及び貸与品)

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(工事用地の確保等)

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
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3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等
に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は
管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去す
るとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用
地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工
事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、市長の処分又
は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取
片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定
める。

第31条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求し
たときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によると
き、その他市長の責めに帰すべき事由によるときは、市長は、必要があると認めるときは工期若しくは
請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第27条第2項又は第28条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必
要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当
の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の
施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

6 市長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数
量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 市長は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった
支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不
可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に
変えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に
従わなければならない。

第30条 市長は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用
地等」という。)が受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときはその定めら
れた日)までに確保しなければならない。

6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接
要する費用は、受注者の負担とする。

第29条 市長が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以
下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能又は引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定
めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、市の負担におい
て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品
名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたとき
は、受注者は、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市長に受領書
又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により
発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市
長に通知しなければならない。
5 市長は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認め
るときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若
しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面によ
り、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工
程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることな
く工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該
工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、
監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。



(条件変更等)

(2) 設計図書に誤り又は漏れがあること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(設計図書の変更)

(工事の中止)

(受注者の請求による工期の延長)

(市長の請求による工期の短縮等)
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3 市長は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 市長は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通
知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 市長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは
工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、
建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若し
くは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第35条 受注者は、天候の不良、第9条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに
帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、市長に対し、様式第16
号による工期延長申請書及び様式第17号による変更工程表を提出して、工期の延長変更を請求すること
ができる。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第36条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求
することができる。
2 市長は、この規則の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必
要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、市長が行
う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、市長
が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、
当事者が協議して市長が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、市長は、必要があると認める
ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ
ればならない。

第33条 市長は、前条第4項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内
容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、市長は、必要があると
認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
担しなければならない。

第34条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰す
ことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注
者が工事を施工できないと認めるときは、市長は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の
全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、次の
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければな
らない。

3 市長は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるとき
は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければ
ならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意
見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。

第32条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その
旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これら
の優先順位が定められている場合を除く。)

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な
施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したとき
は、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない
場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ
と。



(工期の変更方法)

(請負代金額の変更方法)

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

(臨機の措置)

(一般的損害)

(第三者に及ぼした損害)
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4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のう
ち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市
長が負担する。

第41条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関
して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第43条第1項に規定する損害を除く。)については、受注
者がその費用を負担する。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補さ
れた部分を除く。)のうち市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金
額が不適当となったと認められるときは、市長又は受注者は、前各号の規定による場合のほか、請負代
金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又
はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、市長又は受注者は、前各号の規
定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、当事者が協議して定める。ただし、協議開
始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ
ればならない。ただし、市長が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協
議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

第40条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなけれ
ばならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

第37条 工期の変更については、当事者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議
が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす
る。ただし、市長が工期の変更事由が生じた日(第35条の場合にあっては市長が工期変更の請求を受け
た日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知し
ない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

第38条 請負代金額の変更については、当事者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内
に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす
る。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受
注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。
3 この規則の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に市長が負担す
る必要な費用の額については、当事者が協議して定める。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変
更の基準とした日」とする。

第39条 市長又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金
水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金
額の変更を請求することができる。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ
き、当事者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が
定め、受注者に通知する。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならな
い。

第42条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならな
い。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下
次項において同じ。)のうち、市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担す
る。

2 市長又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当
該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)と
の差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければ
ならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措
置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければな
らない。



(不可抗力による損害)

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第4章 請負工事の検査及び引渡し並びに支払
(検査を行う職員)
第45条 工事の検査は、検査担当課で行うものとする。
(検査及び引渡し)

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(請負代金の支払)
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第46条 受注者は、工事が完成したときは、様式第18号による完成届出書を市長に提出しなければなら
ない。
2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、その日から14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図
書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知
しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通
知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

4 市長は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、様式第19号による完成検査結果通知書によ
り検査に合格した旨を受注者に通知したときは、工事目的物の引渡しが行われたものとみなす。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造(以下「修補等」という。)
したうえ、様式第20号による修補等完了届出書を提出して市長の検査を受けなければならない。この場
合においては、修補等の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地
下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市長がその損害を負担しなければならな
い。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生
じたものについては、受注者が負担しなければならない。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者が協力
してその処理解決に当たるものとする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認め
られるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工
事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することが
でき、かつ、修繕費の額がその額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合
計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取
片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の
100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた
額」として同項の規定を適用する。

第44条 市長は、第17条、第29条、第31条から第34条まで、第36条、第39条から第41条まで、前条又は
第48条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があ
るときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができ
る。この場合において、設計図書の変更内容は、当事者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。

第43条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超え
るものに限る。)で、当事者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)によ
り、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき
は、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市長に請求
することができる。
4 市長は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、第27条第2
項、第28条第1項若しくは第2項又は第52条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関す
る記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の
額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければな
らない。

2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければなら
ない。ただし、市長が、請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以
内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができ
る。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管
理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補
された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければな
らない。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある
場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金
額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。



第47条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

(部分使用)

(前金払)

(保証契約の変更)

(前払金の使用等)

(部分払)
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5 市長は、前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当
であると認めるときは、当事者が協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負代金額
が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
6 市長は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期
間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計
算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ様式第23号による出来形検査申請書を市
長に提出して、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある
特殊な工場製品の確認を市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、設計
図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しな
ければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知し
て、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

第52条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等に
ある特殊な工場製品(第27条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格し
たもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに
限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額(工期が2年度以上にわたり、かつ、性質上区分の
できる工事にあっては、予算上特に必要があると市長が認めた場合は10分の10)について、次項以下に
定めるところにより部分払を様式第22号による部分払請求書により請求することができる。ただし、こ
の請求は、市長が特に必要があると認める工事の場合を除き、出来形部分が第49条第7項に規定する当
該工事の請負代金額に係る前払金額の算出の基礎となる率(前払金を受領した場合は、その率に10分の1
を加えた率)以上に達したときでなければすることができない。

7 前払金の額は、請負代金額(第10条の2の規定により契約を変更する場合にあっては、当該変更契約
締結後の請負代金額とする。)に10分の4を乗じて得た金額以内とする。

第51条 受注者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事に
おいて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償
保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において保証契約を変更したと
きは、変更後の保証証書を直ちに市長に寄託しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金を支払わなければ
ならない。
3 市長がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過し
た日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引
くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延
日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

2 市長は、前項本文の規定による請求があったときは、前払金請求書を受けた日から14日以内に前払
金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払
金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することがで
きる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代
金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、
請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証
事業会社に直ちに通知するものとする。

第48条 市長は、第46条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者
の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければなら
ない。

第49条 受注者は、保証事業会社と工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関す
る法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に寄
託して、前払金の支払を様式第21号による前払金請求書により市長に請求することができる。ただし、
請負代金額が1件300万円未満の工事に係る場合及び前払金を支払う旨を特約しない場合については、こ
の限りでない。

3 市長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼ
したときは、必要な費用を負担しなければならない。

第50条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する
場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に寄託しなければならない。



4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9／10又は10／10－前払金額／請負代金額)

(1) 請負代金額が500万円以上2,000万円未満である場合 1回
(2) 請負代金額が2,000万円以上5,000万円未満である場合 2回
(3) 請負代金額が5,000万円以上1億円未満である場合 3回
(4) 請負代金額が1億円以上である場合 5回

(部分引渡し)

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×(1－前払金額／請負代金額)
(第三者による代理受領)

(前払金等の不払に対する工事中止)

(瑕疵担保)

(履行遅滞の場合における損害金等)
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第57条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、
市長は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

第55条 受注者は、市長が第49条、第52条又は第53条において準用される第47条の規定に基づく支払を
遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は
一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面に
より、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められる
ときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労
働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし
若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第46条第4項(第53条においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造の建物その
他の工作物の建設工事、設備工事等にあっては1年、設計図書で期間を定めた工事にあっては当該期間)
以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合に
は、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。

3 市長は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、そ
の旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。た
だし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 市長は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又は損傷したときは、第2項に定める期間内で、
かつ、その滅失又は損傷の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたも
のであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれ
を通知しなかったときは、この限りでない。

7 第1項の規定による部分払の請求回数は、次の各号に掲げる金額に応じ、当該各号に掲げる回数以内
とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、請求回数を増加することができる。

8 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及
び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相
当額を控除した額」とする。

第53条 工事目的物について、市長が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきこと
を指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したとき
については、第46条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指
定部分に係る工事目的物」と、第47条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み
替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一
部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。

2 前項の規定により準用される第47条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負
代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、当事者
が協議して定める。ただし、当該請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定
め、受注者に通知する。

第54条 受注者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とするこ
とができる。
2 市長は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請
求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第47条
(前条において準用する場合を含む。)又は第52条の規定に基づく支払をしなければならない。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合にお
いては、市長は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、当事者が
協議して定める。ただし、市長が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、市長
が定め、受注者に通知する。

第56条 市長は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補
を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が
重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市長は、修補を請求することができな
い。



(談合等不正行為があった場合の違約金)

第5章 請負契約の解除
(市長の解除権)
第58条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、請負契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第24条第1項第2号から第5号までに掲げる者を設置しなかったとき。

(5) 第60条第1項の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。

(受注者の解除権)
第60条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負契約を解除することができる。
(1) 第33条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(3) 市長が請負契約に違反し、その違反によって当該契約の履行が不可能となったとき。

1-11

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以
下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接
的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると
認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であ
ることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

ク 市長が第15条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該
当する場合を除く。)。
2 前項の規定により請負契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の100分の10に相当
する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。
3 市長は、第13条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われていると
きは、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完
成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、請負契約に違反し、その違反により当該契約の目的を達することがで
きないと認められるとき。

(6) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下こ
の号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人をいい、受注者が法人である場合にあっては
当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下
この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下アにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなっ
た日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。

第59条 市長は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、請負
契約を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損
害を賠償しなければならない。

2 受注者は、前項の規定により請負契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠
償を市に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延
日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 市長の責めに帰すべき事由により、第47条第2項(第53条第1項において準用する場合を含む。)の規
定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年
3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を市長に請求することができる。

第57条の2 受注者は、請負契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額(請負代金
額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の100分の10に相当する額を違約金として市長の指定
する期間内に支払わなければならない。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい
う。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴
金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(2) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁
止法第89条第1項に規定する刑に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。

(2) 第34条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるとき
は、6月)を超えたとき(当該中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了
した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。)。

キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当す
る場合を除く。)に、市長が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと
き。



(解除に伴う措置)

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

第6章 雑則
(火災保険等)

(違約金等の徴収)

2 前項の損害金及び遅延利息は、請負代金額と相殺することができる。
(あっせん又は調停)

1-12

8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用
地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工
事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、市長の処分又
は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取
片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、請負契約の
解除が第58条の規定によるときは市長が定め、第59条又は前条の規定によるときは、受注者が市長の意
見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期
限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

第62条 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に
定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条におい
て同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに
市長に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにそ
の旨を市長に通知しなければならない。

第63条 受注者が、請負契約に基づく違約金その他の損害金を市長の指定する期日までに支払わなかっ
たときは、その指定する期日を経過した日から損害金の支払をする日までの日数に応じ、年5パーセン
トの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

第64条 この規則において当事者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに市長が定めた
ものに受注者が不服がある場合その他請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、市長及び受
注者は、法第25条の規定により設置された静岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっ
せん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは専任の監理
技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の
施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第26条第3項の規定によ
り受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により市長が決定を行った後又は市長若しくは受
注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、市長及び受注者は、前
項のあっせん又は調停を請求することができない。

第61条 市長は、第58条第1項又は第59条第1項の規定により請負契約を解除したときは、様式第24号に
よる請負契約解除通知書により、受注者に通知するものとする。
2 市長は、請負契約が解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部
分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引
渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、
市長は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検
査することができる。

4 第2項の場合において、第49条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第52条の規定
による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第2項前段の
出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰が
あるときは、受注者は、解除が第58条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日か
ら返還の日までの日数に応じ年3.1パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第59条
又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を市長に返還しなければならない。

5 受注者は、請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第2項の出来形部分の検査
に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当
該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくは損傷したとき、又は出来形部分の検査に合
格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代
えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還し
なければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は損傷し
たときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければな
らない。7 受注者は、請負契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事
材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以
下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復
し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。



(仲裁)

(工事に関する規定の準用)

(補則)
第67条 この規則の実施のための手続その他執行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第12号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附 則(平成15年規則第34号)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成15年規則第42号)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第41号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第62号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第49号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成20年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成21年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成22年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
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第66条 この規則は、請負工事に支給する工事材料の製造請負契約について準用する。この場合におい
て、第10条第1項中「様式第3号による建設工事請負契約書」とあるのは「様式第25号による材料製造請
負契約書」と、第46条第1項中「様式第18号による完成届出書」とあるのは「様式第26号による完了届
出書」と、同条第2項中「14日」とあるのは「10日」と、第47条第2項中「40日」とあるのは「30日」と
読み替えるものとする。

2 工事材料の製造請負契約について入札を行う場合においては、入札者に対し、あらかじめ見本品を
提出させることができる。

第65条 市長及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込
みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その
仲裁判断に服するものとする。

3 この規則の施行の際、改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用するこ
とができる。

2 この規則の施行の際、改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用するこ
とができる。

2 この規則の施行の際、改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用するこ
とができる。

2 改正後の三島市建設工事執行規則第49条第7項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」とい
う。)以後に締結した請負契約に係る工事について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る工事に
ついては、なお従前の例による。

2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事の執行手続等については、なお従前の例に
よる。



附 則(平成23年規則第5号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第8号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
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3 この規則の施行の際、改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用するこ
とができる。



１． 入札書 様式第１号（第8条関係）

２． 見積書 様式第２号（第8条関係）

３． 建設工事請負契約書 様式第３号（第１0条関係）

４． 建設工事請負仮契約書 様式第４号（第10条関係）

５． 建設工事請書 様式第５号（第10条関係）

６． 建設工事変更請負契約書 様式第６号（第10条関係）

７． 建設工事変更請書 様式第７号（第10条関係）

８． 建設工事請負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書 様式第８号（第14条関係）

９． 下請負人通知書 様式第９号（第16条関係）

１０． 工程表 様式第１１号（第22条関係）

１１． 工事工程月報 様式第１２号（第22条関係）

１２． 現場代理人等通知書 様式第１３号（第24条関係）

１３． 工事記録簿 様式第１４号（第24条関係）

１４． 材料検査簿 様式第１５号（第27条関係）

１５． 工期延長申請書 様式第１６号（第35条関係）

１６． 変更工程表 様式第１７号（第35条関係）

１７． 完成届出書 様式第１８号（第46条関係）

１８． 完成検査結果通知書 様式第１９号（第46条関係）

１９． 修補等完了届出書 様式第２０号（第46条関係）

２０． 前払金請求書 様式第２１号（第49条関係）

２１． 部分払請求書 様式第２２号（第52条関係）

２２． 出来形検査申請書 様式第２３号（第52条関係）

２３． 請負契約解除通知書 様式第２４号（第61条関係）

２４． 材料製造請負契約書 様式第２５号（第66条関係）

２５． 完了届出書 様式第２６号（第66条関係）

執行規則の様式
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様式第１号（第８条関係)

１ 入 札 番 号 第 号

２ 工 事 名

３ 工 事 箇 所 市 町

上記の工事を、建設工事競争契約入札心得を承諾のうえ、下記の金額で

請け負いたいので申し込みます。

百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

年 月 日

発注者 三島市長 あて

㊞氏名

入 札 書

入札者

住所

名称

入札金額
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様式第２号（第８条関係)

１ 見 積 番 号 第 号

２ 工 事 名

３ 工 事 箇 所 市 町

上記の工事を、建設工事競争契約入札心得を承諾のうえ、下記の金額で

請け負いたいので申し込みます。

百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

年 月 日

発注者 三島市長 あて

㊞

見 積 書

見積金額

住所

氏名

見積者 名称
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様式第３号（第１０条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所

３ 工 期 着手 年 月 日

完成 年 月 日

４ 請負代金額 ￥

うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額 ￥

５ 請負代金の支払 ￥

前払金額

部分払回数 回以内

工事完成後一括払

６ 契約保証金

納 付 ￥

担保提供 三島市契約規則(平成17年三島市規則第5号)第34条

第１項第 号該当

免 除 三島市契約規則第33条第 号該当

７ 解体工事に要する費用等 ［建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事］

(1)分別解体等の方法

(2)解体工事に要する費用

(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地

(4)再資源化等に要する費用

上記の工事について、発注者 三島市と受注者 とは、おの

おの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結

し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その１

通を保有する。

年 月 日

発注者 三島市長 印

㊞

建 設 工 事 請 負 契 約 書

収入
印紙

住所

受注者 名称

氏名
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様式第４号（第１０条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所

３ 工 期 着手 三島市議会の議決後にお

いて発注者が指定する日

完成 年 月 日

４ 請負代金額 ￥

うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額 ￥

５ 請負代金の支払 ￥

前払金額

部分払回数 回以内

工事完成後一括払

６ 契約保証金

納 付 ￥

担保提供 三島市契約規則(平成17年三島市規則第5号)第34条

第１項第 号該当

免 除 三島市契約規則第33条第 号該当

７ 解体工事に要する費用等 ［建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事］

(1)分別解体等の方法

(2)解体工事に要する費用

(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地

(4)再資源化等に要する費用

上記の工事について、発注者 三島市と受注者 とは、おの

おの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって請負契約を締結

し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

なお、この仮契約が本契約とならなかった場合における受注者の損害について

は、発注者は、一切の責めを負わない。

この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その１

通を保有する。

年 月 日

発注者 三島市長 印

㊞

建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書

収入
印紙

住所

受注者 名称

氏名
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様式第５号（第１０条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

３ 工 期 着手 年 月 日

完成 年 月 日

４ 請負代金額 ￥

うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額 ￥

５ 解体工事に要する費用等 ［建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事］

(1)分別解体等の方法

(2)解体工事に要する費用

(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地

(4)再資源化等に要する費用

６ そ の 他

上記の工事の施工については、三島市建設工事請負契約約款中受注者に関する

規定を遵守し、仕様書、設計書及び図面に基づいて相違なく完成します。

年 月 日

発注者 三島市長 あて

㊞

建 設 工 事 請 書

収入
印紙

住所

受注者 名称

氏名
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様式第６号（第１０条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

３ 変 更 事 項

(1)請負増減額 ￥

うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額 ￥

(2) 工 期 着手 年 月 日

完成 年 月 日

(3) 工事内容

別添設計図書（仕様書、設計書、図面）のとおり

(4) 解体工事に要する費用等 ［建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事］

(ｱ)分別解体等の方法

(ｲ)解体工事に要する費用

(ｳ)再資源化等をするための施設の名称及び所在地

(ｴ)再資源化等に要する費用

４ そ の 他

上記のとおり 年 月 日締結した請負契約を変更し、契約の証と

して、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

年 月 日

発注者 三島市長 印

㊞

建 設 工 事 変 更 請 負 契 約 書

収入
印紙

住所

受注者 名称

氏名
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様式第７号（第１０条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

３ 変 更 事 項

(1)請負増減額 ￥

うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額 ￥

(2) 工 期 着手 年 月 日

完成 年 月 日

(3) 工事内容

別添設計図書（仕様書、設計書、図面）のとおり

(4) 解体工事に要する費用等 ［建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事］

(ｱ)分別解体等の方法

(ｲ)解体工事に要する費用

(ｳ)再資源化等をするための施設の名称及び所在地

(ｴ)再資源化等に要する費用

４ そ の 他

上記のとおり 年 月 日提出した請書を変更し、相違なく完成し

ます。

年 月 日

発注者 三島市長 あて

㊞

建 設 工 事 変 更 請 書

収入
印紙

住所

受注者 名称

氏名
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様式第８号（第１４条関係)

のため、先に締結した建設工事

請負契約の履行により生ずる請負代金請求権を、上記のとおり譲渡したい

ので承諾されるよう申請します。

年 月 日

発注者 三島市長 あて

㊞

上記の建設工事請負代金請求権の譲渡については、申請のとおり承諾し

ます。

年 月 日

発注者 三島市長 印

建設工事請負代金請求権譲渡承諾（変更承諾）申請書

工 事 名

完成 年 月 日 完成 年 月 日

工 事 箇 所 市

計

着手 年 月 日 着手 年 月 日

部 分 払 金 額

契 約 工 期

当 初 契 約 変更契約による増減

譲渡債権金額

債 権 譲 渡 先

住所

受注者 名称

氏名

承 諾 （変 更 承 諾） 書

請 負 代 金 額

前 払 金 額

町
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様式第９号（第１６条関係）

１ 工 事 名

２ 請 負 代 金 額

３ 契 約 年 月 日 年 月 日

４ 下請負人に関する事項

下請負人の名称その他必要な事項を、上記のとおり通知します。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞氏 名

受注者 名 称

住 所

あて

計

工種 数量 金額 業種
許可

年月日
般
特

許可
番号

商号又
は名称

住 所

下請負契約
左記の工事に関し受け
ている建設業許可等

￥

下 請 負 人 通 知 書
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様式第１１号（第２２条関係）

市 町

着手 年 月 日

完成 年 月 日

氏名

氏名

月

30

上記のとおり施工したいので、工程表を提出します。

年 月 日

㊞氏 名

住 所

受注者 名 称

発注者 三島市長

通計歩合 ％

20

月 月

30 1020 30 10 10 2030
工 種

設計
数量

月

10

工 程 表

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所

４ 現 場 代 理 人

５ 主 任 技 術 者 等

あて

３ 工 期

20
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様式第１２号（第２２条関係）

（ 年 月末現在）

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

上記のとおり施工したいので、工程表を提出します。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞氏 名

受注者 名 称

住 所

あて

前月
まで

本月

工 事 工 程 月 報

工事
番号

工事名

工
事
箇
所

工種 契約金額

着 手
年月日

工事進ちょく度

完 成
年月日

摘 要
工事進ちょ
く停滞理由
等を記入す
る

累計
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様式第１３号（第２４条関係）

１ 工 事 名

２ 現場代理人等の氏名

先に請負契約を締結した建設工事の現場代理人等を、上記のとおり通知します。

年 月 日

㊞氏 名

受注者

住 所

あて発注者 三島市長

名 称

－ イ・ロ・ハ －専門技術者

イ・ロ・ハ－ －

イ・ロ・ハ－ －専 任 の
監理技術者

監理技術者資格者
証の交付を受けた
専任の監理技術者

－ －

－－ イ・ロ・ハ

－

現 場 代 理 人 等 通 知 書

区 分
建設業法第
15条第2号

区 分 職名 氏 名
担 当
工事種類

資 格
建設業法第
7条第2号

－現場代理人

主任技術者

専 任 の
主任技術者

－ イ・ロ・ハ
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様式第１４号（第２４条関係）

備考
1

2

記録欄には、現場の作業状況又は市監督員の指示若しくは指示事項の処理等に
ついて記入すること。

摘要欄については、指示又は監督を行った市職員名等を記入すること。

年 月 日 天候 記 録 摘 要

完 成 年 月 日 年 月 日

年 月 日

工 事 記 録 簿

着 手 年 月 日

工 事 名

工 事 箇 所 市 町
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様式第１５号（第２７条関係）

工 事 名

工 事 箇 所 市 町

材 料 検 査 簿

規 格 設計数量 単位 検査年月日 検査数量 合格数量 累計合格数量品 種 摘 要監督員検印不合格数量

1
-
2
9



様式第１６号（第３５条関係）

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

３ 請 負 代 金 額

４ 契 約 年 月 日 年 月 日

着手 年 月 日

完成 年 月 日

６ 変更完成期日 年 月 日

７ 工期延長の理由

(1)

(2)

上記のとおり工期を延長したいので申請します。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞氏 名

受注者 名 称

住 所

あて

工 期 延 長 申 請 書

￥

５ 工 期
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様式第１７号（第３５条関係）

市 町

着手 年 月 日

完成 年 月 日

月

30

上記のとおり変更したいので、変更工程表を提出します。

年 月 日

㊞氏 名

住 所

受注者 名 称

発注者 三島市長 あて

通計歩合 ％

30 10 2020
工 種

設計
数量

月

10 20 30 10 20 30 10

月 月

３ 工 期

変 更 工 程 表

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所
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様式第１８号（第４６条関係）

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

３ 請 負 代 金 額

４ 契 約 年 月 日 年 月 日

着手 年 月 日

完成 年 月 日

６ 完 成 年 月 日 年 月 日

上記のとおり完成したので、お届けします。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞

名 称

￥

あて

氏 名

住 所

受注者

完 成 届 出 書

５ 工 期
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様式第１９号（第４６条関係）

第

年 月

(受注者) 様

三島市長 印

さきに完成届出のあった下記工事を検査した結果について通知します。

着手 年 月 日

完成 年 月 日

摘 要

検 査 の 結 果

検 査 年 月 日 年 月 日

工 事 名

年 月 日

完 成 届 受 理 年 月 日 年 月 日

担当監督員 所属・氏名

工 期

完 成 年 月 日

受 注 者

号

日

工 事 箇 所

請 負 金 額 ￥

完 成 検 査 結 果 通 知 書

契 約 番 号
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様式第２０号（第４６条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

３ 請 負 代 金 額

４ 契 約 年 月 日 年 月 日

着手 年 月 日

完成 年 月 日

６ 完 成 年 月 日 年 月 日

７ 検 査 年 月 日 年 月 日

８ 修 補 等 事 項

９ 修補等完了年月日 年 月 日

上記のとおり修補等を完了したので、お届けします。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞

￥

受注者 名 称

修 補 等 完 了 届 出 書

５ 工 期

あて

氏 名

住 所
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様式第２１号（第４９条関係）

１ 請 求 金 額

ただし、 年 月 日契約の下記工事に対する前払金

２ 工 事 名

３ 工 事 箇 所 市 町

４ 請 負 代 金 額

上記のとおり請求します。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞

住 所

氏 名

受注者 名 称

あて

前 払 金 請 求 書

￥

￥
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様式第２２号(第５２条関係)

1 請 求 金 額 ￥

ただし、 年 月 日契約の下記工事に対する部分払金

2

3 市 町

4

（第 回）

％ 円 円 円 円 円

備考 Ｄの算出については万円未満を切り捨て、Ｅの算出については万円未満を切り上げること。

上記のとおり請求します。

年 月 日

発 注 者 三島市長

住 所

受 注 者 名 称

氏 名 ㊞

第１回

第２回

歩 合 Ｂ

出 来 形

前 払 金 額

請求明細書

第３回

区分

1
-
3
6

第４回

第５回

請 負 代 金 額

金 額 Ｃ年月日

部 分 払 請 求 書

￥ ￥ Ａ
今回請求金額

￥

工 事 名

工 事 箇 所

支 払 額
Ａ×Ｂ＝Ｅ Ｄ－Ｅ＝Ｆ

前払償却額 差 引 額

あて

Ｃ×9/10の額 Ｄ



様式２３号（第５２条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

３ 工 期 着手 年 月 日

完成 年 月 日

４ 請 負 代 金 額 ￥

５ 出来形の内訳

年 月 日現在における第 回出来形の検査を申請します。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞

受注者 名 称

住 所

氏 名

総 出 来 形 歩 合

あて

出 来 形 検 査 申 請 書

工 種 単位
設計数量

(A)

出来形
数 量
(B)

出来形歩合
(B)／(A)=

（C）

構成比
率
(D)

（C）×(D) 摘要
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様式第２４号（第６１条関係)

１ 工 事 名

２ 工 事 箇 所 市 町

着手 年 月 日

完成 年 月 日

４ 請 負 代 金 額

５ 契約を解除する

部 分

年 月 日付けで契約を締結した上記の工事については、三島市

建設工事執行規則第 条 項 号の規定に基づき契約を解除します。

年 月 日

様

発注者 三島市長 印

請 負 契 約 解 除 通 知 書

３ 工 期

￥

出来形検査合格部分を除く全部

受 注 者 名 称

住 所

氏 名
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様式第２５号（第６６条関係)

１ 工 事 材 料 名

２ 引 渡 箇 所 市 町

３ 引 渡 期 日 年 月 日

４ 請負代金額 ￥

うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額 ￥

5 契約保証金

納 付 ￥

担 保 提 供 三島市契約規則（平成17年三島市規則第5号)第34条第1項

第 号該当

免 除 三島市契約規則第33条第 号該当

上記の材料の製造については、本契約書と添付の仕様書及び設計書に基

づいて請負契約を締結し、契約の証として本書2通を作成し、当事者記名

押印のうえ、各自その1通を保有する。

発注者 三島市長 印

㊞氏 名

住 所

材 料 製 造 請 負 契 約 書

収入
印紙

受注者 名 称
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様式第２６号（第６６条関係)

１ 工 事 材 料 名

２ 引 渡 場 所 市 町

３ 請 負 代 金 額

４ 契 約 年 月 日 年 月 日

５ 引 渡 期 日 年 月 日

６ 完 了 年 月 日 年 月 日

上記のとおり製造を完了したので、お届けします。

年 月 日

発注者 三島市長

㊞氏 名

完 了 届 出 書

住 所

受注者 名 称

￥

あて
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建設工事請負契約約款



（総則）

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

（関連工事の調整）

（工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書）

（契約の保証）

⑴ 契約保証金の納付

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

⑸ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

第４条 受注者は、この契約（１件300万円未満の工事に係るものを除く。）の締結と同時に、次の各
号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第６号の場合においては、履行保証保険契約の
締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める
金融機関の保証

⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社（公共工事の前払
金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下
「保証事業会社」という。）の保証（契約保証特約を付したものに限る。）

三島市建設工事請負契約約款

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すもの
とし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

３ 受注者は、発注者から請求があった場合においては、工程表に基づいて、工事工程月報に工事の進
ちょく状況を記載して提出しなければならない。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある
場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明
治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を
共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべ
ての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対
して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

第１条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この
約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面（現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この
契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければなら
ない。

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（「施工方法等」という。以
下同じ。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任にお
いて定める。

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上
密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合
においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならな
い。

第３条 受注者は、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出し
なければならない。ただし、工事の性質上、発注者が必要ないと認めた工事については、この限りでな
い。

２ 発注者は、工程表につき直ちにその内容を審査し、不適当と認めたときは、受注者に訂正を求める
ものとする。

４ 受注者は、発注者から請求があった場合においては、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づ
いて請負代金内訳書を作成して提出しなければならない。
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⑹ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

（権利義務の譲渡等）

（一括委任又は一括下請負の禁止）

(暴力団関係業者による下請負の禁止等)

（下請負人の通知）

（特許権等の使用）

（監督員）

⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」とい
う。）は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる
権限を有する。

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな
い。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の規定によ
る検査に合格したもの及び第37条第４項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設
物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ
め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

第７条 受注者は、下請負により工事を施工しようとするときは、あらかじめ下請負人の商号又は名称
その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する
工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

４ 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損
害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害について
は、受注者が一切の責任を負うものとする。

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変
更したときも同様とする。

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、
発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ
る。

第６条の２ 受注者は、第43条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業
者」という。)を下請負人としてはならない。

２ 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係
る下請契約を締結させてはならない。

３ 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反し
て下請負人に暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に
対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者
に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。

⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
（確認を含む。）

３ 発注者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員
の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号から第４号に掲げる保証を付したときは、当該保証は三
島市契約規則（平成17年規則第5号）第３４条の規定による担保の提供として行われたものとし、同項
第５号又は第６号に掲げる保証を付したときは、三島市契約規則第３３条ただし書の規定に基づき、契
約保証金の納付を免除する。

⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承
諾

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三
者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、
その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を
指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を
知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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（現場代理人及び主任技術者等）

⑴ 現場代理人

７ 現場代理人、主任技術者又は専任の監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

８ 受注者は、工事記載簿に必要な事項を記録し、監督員が求めたときは提示しなければならない。

（履行報告）

（工事関係者に関する措置請求）

（工事材料の品質及び検査等）

⑶ 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をい
う。以下同じ。）

⑵ 主任技術者（建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下
同じ。）又は監理技術者（建設業法第26条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）

２ 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者（これらの者と現場代
理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等
で、工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由
を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結
果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、そ
の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果
を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じ、又は
所要の措置をとらなければならない。

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示され
ていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査又は発注者の指定する検査（確認を含む。以下本条にお
いて同じ。）を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使
用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

２ 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の者で
なければならない。この場合において、当該工事が同法第26条第４項の規定にも該当する場合には、当
該専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。

３ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代
金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条
第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受
注者の一切の権限を行使することができる。

第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければなら
ない。

５ 受注者は、発注者が認めるときは、複数の工事現場に同一の現場代理人を置くことができる。この
場合において、当該現場代理人は、いずれかの工事現場に駐在しているときは、当該複数の工事現場の
いずれにも常駐しているものとみなす。

６ 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使し
ようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

４ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使
に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現
場における常駐を要しないこととすることができる。

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏
名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除
き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到
達したものとみなす。

第12条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者と兼
任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるとき
は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで
きる。

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはな
らない。
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（監督員の立会い及び工事記録の整備等）

（支給材料及び貸与品）

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

（工事用地の確保等）

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担におい
て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品
名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたとき
は、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該
立会いを受けて施工しなければならない。

第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受ける
ものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したもの
を使用しなければならない。

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決
定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった
支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能
となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代
えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に
従わなければならない。

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事
用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときはその定
められた日）までに確保しなければならない。

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、
品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更
し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受
領書又は借用書を提出しなければならない。

らない。

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工
事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に
定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日
以内に提出しなければならない。

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受
けた日から７日以内に応じなければならない。

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の
工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることな
く、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当
該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備
し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直
接要する費用は、受注者の負担とする。

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第２項の検査によ
り発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発
注者に通知しなければならない。

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具
（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格、性能又は引渡場所及び引渡時期は、設計図書
に定めるところによる。

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると
認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支
給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書
面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
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２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

（条件変更等）

⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。

⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等
に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理
するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去すると
ともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

２ 監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合におい
て、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由
がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施
工部分を最小限度破壊して検査することができる。

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直
ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認め
られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
しなければならない。

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したとき
は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場
合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要がある
ときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなけ
ればならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者
の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるとき
は、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

⑶ 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者が協議して発注者が行う。

⑷ 工事現場の形状、地質、涌水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施
工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

⑴ 仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これら
の優先順位が定められている場合を除く。）

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用
地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事
用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又
は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けに要した費用を負担しなければならない。

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴い
て定める。

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求し
たときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によると
きその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若
しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな
い。

⑴ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの
発注者が行う。

⑵ 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
発注者が行う。
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（設計図書の変更）

（工事の中止）

（受注者の請求による工期の延長）

（発注者の請求による工期の短縮等）

（工期の変更方法）

（請負代金額の変更方法等）

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ
るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは
労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要と
し若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

第21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに
帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書
面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請
求することができる。

２ 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があると
きは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

第19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を
受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認
められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を
負担しなければならない。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす
る。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求
を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の
日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か
ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす
る。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受
注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって、受注者の責めに帰
すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注
者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、
工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し
て、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に
損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担
する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃
金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代
金額の変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額か
ら当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代
金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同
じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じ
なければならない。

第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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（臨機の措置）

（一般的損害）

（第三者に及ぼした損害）

（不可抗力による損害）

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなけれ
ばならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ
る。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金
額変更の基準とした日」とするものとする。

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又
はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の
規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措
置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければな
らない。

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の
うち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、
発注者が負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地
下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならな
い。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生
じたものについては、受注者が負担する。

３ 前２項の場合その他工事の施工について、第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及
び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超え
るものに限る。）で、発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの（以下「不可抗力」と
いう。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害
が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関
して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第29条第１項に規定する損害を除く。）については、
受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第47条第１項の規定により付された保険等によりて
ん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が
負担する。

第28条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならな
い。ただし、その損害（第47条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以
下本条において同じ。）のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が
負担する。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ
き、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合に
あっては、発注者が定め、受注者に通知する。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金
額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求
することができる。

７ 第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定
める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に
通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し
なければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７
日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知すること
ができる。

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならな
い。
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５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

⑴ 工事目的物に関する損害

⑵ 工事材料に関する損害

⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

（検査及び引渡し）

第31条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

（請負代金の支払）

第32条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

５ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造（以下「修補等」とい
う。）して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を工事の完成と
みなして前各項の規定を適用する。

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却するこ
ととしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた
額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額
であるものについては、その修繕費の額とする。

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請
求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会い
の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を
受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、そ
の理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の
額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第２
項、第14条第１項若しくは第２項又は第37条第４項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関
する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用
の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなけ
ればならない。

第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条
又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由
があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができ
る。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開
始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合
にはその評価額を差し引いた額とする。

４ 発注者が第２項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われ
たものとする。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払
わなければならない。

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（受注者が善良
な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第１項の規定により付された保険等によりて
ん補された部分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなけれ
ばならない。

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引い
た額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害
合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の
取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額
の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引
いた額」として同項を適用する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな
らない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日
以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが
できる。
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（部分使用）

（前金払）

７ 前払金の額は、請負代金額に10分の4を乗じて得た金額以内とする。

（保証契約の変更）

（前払金の使用等）

（部分払）

２ 部分払の請求は、契約書記載の回数を超えることができない。

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を
及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わ
なければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経
過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から
差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間
は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保
証事業会社に直ちに通知するものとする。

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費（この工事に
おいて償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償
保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項
の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.1パーセントの割合
で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

３ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払
金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することがで
きる。この場合においては、前項の規定を準用する。

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると
認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減
額された日から７日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

４ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代
金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の１に相当する額を加えた額を超えるときは、
受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等に
ある特殊な工場製品（第13条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格
したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したもの
に限る。）に相応する請負代金相当額の10分の９以内の額（工期が２年度以上にわたり、かつ、性質上
区分のできる工事にあっては、予算上特に必要があると発注者が認めた場合は10分の10）について、次
項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、発注者が特に必要
があると認めた工事の場合を除き、出来形部分が第34条第７項各号に規定する当該工事の請負代金額に
係る前払金額の算出の基礎となる率（前払金を受領した場合は、その率に10分の１を加えた率）以上に
達したときでなければすることができない。

第35条 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する
場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した
ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

第33条 発注者は、第31条第４項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注
者の承諾を得て使用することができる。

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければな
らない。

第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金
保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」
という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払を発注者に請求す
ることができる。ただし、請負代金額が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、
この限りでない。
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５ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×[9/10又は10/10－前払金額/請負代金額]

（部分引渡し）

（第三者による代理受領）

（前払金等の不払に対する工事中止）

（瑕疵担保）

７ 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第１項の請負代金相当額は、発注者
と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない
場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきこ
とを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了した
ときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは
「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と
読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物
の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。

２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請
負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注
者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第１項の請求を
受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×[1－前払金額/請負代金額]

８ 第６項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項
及び第７項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金
相当額を控除した額」とする。

４ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計
図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しな
ければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に
通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払
請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32
条（前条において準用する場合を含む。）又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。

第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする
ことができる。

６ 受注者は、第４項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合に
おいては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払
を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又
は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面
により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

第41条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の
修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕
疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することがで
きない。

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第４項（第38条においてこれらの規定
を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から２年（木造又はこれに準ずる構造等の建
物その他の工作物の建設工事、設備工事等にあっては１年、設計図書で期間を定めた工事にあっては当
該期間）以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた
場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。

３ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現
場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある特殊な工場製品の確認を発注者に請求しなければなら
ない。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められ
るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは
労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要と
し若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
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（履行遅滞の場合における損害金等）

（談合等不正行為があった場合の違約金）

（発注者の解除権）

第43条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

⑶ 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。

⑸ 第45条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。

エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接
的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると
認められるとき。

カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であ
ることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

⑵ その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成
する見込みが明らかにないと認められるとき。

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと
認められるとき。

⑹ 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下こ
の号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人をいい、受注者が法人である場合にあっては
当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下
この号において同じ。)が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律
第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以下アにおいて「暴力団員」という。）又は暴力団員でなく
なった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。

⑵ 受注者（法人にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治40年法律第45号）第96条の３又は独
占禁止法第89条第１項に規定する刑に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。

３ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にかかわら
ず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできな
い。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。

４ 発注者は、工事目的物が第１項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第２項に定める期間内で、
かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権利を行使しなければならない。

キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当す
る場合を除く。)に、市長が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったと
き。

第42条の２ 受注者は、請負契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額（請負代
金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額）の100分の10に相当する額を違約金として発注者
の指定する期間内に支払わなければならない。

⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい
う。）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、同法第７条の２第１項の規定に基
づく課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。

５ 第１項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じ
たものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながら
これを通知しなかったときは、この限りでない。

第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、
発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延
日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額とする。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第２項（第38条において準用する場合を含む。）の規
定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年
3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以
下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
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（受注者の解除権）

第45条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。

⑶ 発注者が、契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

（解除に伴う措置）

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用
地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事
用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又
は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは
取片付けに要した費用を負担しなければならない。

ク 市長が第14条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該
当する場合を除く。)。

４ 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に
合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当
該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合
格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代
えてその損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しな
ければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したとき
は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならな
い。

６ 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建
設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条におい
て同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付け
て、発注者に明け渡さなければならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解
除が第43条の規定によるときは発注者が定め、第44条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の
意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の
期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

２ 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を
発注者に請求することができる。

３ 第１項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第37条の規
定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を第１項前
段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余
剰があるときは、受注者は解除が第43条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日
から返還の日までの日数に応じ年3.1パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第44
条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超えるとき
は、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事
が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の100分の10に相当す
る額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

第46条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部
分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引
渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、
発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊
して検査することができる。

第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第１項の規定によるほか、必要があるときは、契
約を解除することができる。

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害
を賠償しなければならない。

３ 前項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ
ているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
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（火災保険等）

（賠償金等の徴収）

（あっせん又は調停）

（仲裁）

（雑則）

（補則）

第52条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

平成24年4月1日作成

第50条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決
する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付
し、その仲裁判断に服する。

第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下本条において同じ。）等を設計図
書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下本条に
おいて同じ。）に付さなければならない。

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに
発注者に提示しなければならない。

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち
にその旨を発注者に通知しなければならない。

第49条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった
ときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に
紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設工事紛争審査会（以下「審査
会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。

第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わない
ときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日ま
で年５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、な
お、不足があるときは追徴する。

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは専任の監理
技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の
施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定によ
り受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若し
くは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受
注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年５パーセントの割合で計算し
た額の延滞金を徴収する。

第51条 この約款に基づく受注者の発注者に対する届出、通知等の書式は、発注者の定めるところによ
る。
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監督編



三島市訓令第７号

（趣旨）

（用語の定義）

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 工事担当課 市が発注した工事の監督を担当する課をいう。

(4) 受注者 市と工事の請負契約を締結した者をいう。

（監督員の業務）

2 主任監督員は、担当監督員を兼ねることができる。

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること（重要なものに限る。）。

(3) 主任監督員及び担当監督員に対する指揮監督に関すること。

(3) 担当監督員に対する指揮監督に関すること。

(1) 契約の履行についての受注者に対する指示等に関すること(軽易なものに限る)。

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること（軽易なものに限る）。

3-1

第3条 市が発注した工事ごとに、監督員として、総括監督員、主任監督員及び担当監督員を置
く。

3 総括監督員は工事担当課の課長又は副技監をもって充て、次に掲げる業務を行なうものとす
る。

(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾及び協議（以下「指示等」という。）に
関すること(重要なものに限る。)。

(3) 受注者が作成した契約書及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図の承諾に関する
こと。

(4) 契約書及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査並びに工事材料
の試験及び検査に関すること。

4 主任監督員は工事担当課の課長補佐、技術主幹、係長又は主任技師をもって充て、次に掲げ
る業務を行なうものとする。

(1) 契約の履行についての受注者に対する指示等に関すること(前項第1号及び次項第1号に該
当するものを除く。)。

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整に関すること（前項第2号及び次項第2号に該当す
るものを除く。）。

三島市建設工事監督規程

第1条 この規程は、三島市建設工事執行規則（平成9年三島市規則第26号。以下「規則」とい
う。）に規定する監督員及び監督員が行う工事の監督業務並びに公共工事の品質確保の促進に
関する法律（平成17年法律第18号。以下「品確法」という。）第6条第1項に規定する完成時の
施行状況の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 工事 建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第2条第1項に規定する
建設工事をいう。

(3) 監督員 市が発注した工事について、地方自治法（昭和22年法律第67号)第234条の2第1
項の規定による監督を行なう職員をいう。

5 担当監督員は工事担当課の副主任技師、技術主査、技師又は技師補をもって充て、次に掲げ
る業務を行なうものとする。



（監督員の留意事項）

第4条 監督員は、次に掲げる事項に留意して監督を行わなければならない。

(1) 契約書及び設計図書並びに諸規定に基づき監督を行うこと。

(2) 常に良識をもつて厳正に工事が遂行されるようにすること。

(4) 関係機関、地元関係者等との協調を図り、工事が円滑に行われるように努力すること。

（監督員の技術的基準）

第5条 工事の監督の実施に必要な技術的基準は、別に定める。

（工事成績評定）

（補則）

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

3-2

第7条 この規程に定めるもののほか、監督員及び監督員が行う工事の監督業務に関し必要な事
項は、別に定める。

第6条 総括監督員及び担当監督員は、規則第46条第1項の規定により受注者から工事の完成届
出書が提出されたときは、当該工事に係る契約が完全に履行されていることを確認した上、工
事成績評定表に別に定めるところにより採点した契約の履行状況の評定結果を記載して検査担
当課長に提出しなければならない。

(3) 極力工事現場に臨み、現場の状況の把握に努め、受注者に対して設計意図を正しく伝え、
工事が完全に施工されるようにすること。



三島市建設工事監督技術基準

三島市建設工事監督規程第５条に基づき、三島市が発注する建設工事の監督に必要な技術基準
は、下記によるものとする。

ただし、工事内容等によりこの技術基準を適用することが適当でないと判断される場合は、これ
によらないことができる。

(実施）

この技術基準は、平成18年4月1日から実施する。

記

１ 土木工事 静岡県が定める「土木工事監督技術基準」を準用する。

２ 建築・設備工事 静岡県が定める「建築・設備工事監督技術基準」を準用する。
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

担当監督員
は、一般的監
督業務を処理
する。

受注者とは、
建設工事の完
成を請負った
ものをいう。

項目

業務内容 契約担当者
とは、市長を
いう。

総括監督員
は、主任監督
員及び担当監
督員の指揮監
督と、監督業
務を処理す
る。

主任監督員
は、総括監督
員の補佐並び
に、担当監督
員の指揮監督
と監督業務を
処理する。

(2)監督業務の内容

監督員は、別表１（執行規則に基づく監督業務の内容）に定める業務を行なうものと
する。

別表２は、別表１の内容を簡略化したもので、参考とする。

三島市建設工事の監督業務

三島市建設工事監督規程第７条に基づき、三島市が発注する建設工事における監督業務
は次のように定める。

(1)監督業務の区分は次の表による。

契約担当者

監督員の業務

受注者 備考
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 請負契
約により生ずる権
利又は義務を第
三者に対し譲渡
し、又は承継させ
てはならない。た
だし、契約担当者
の書面による承諾
を得た場合は、こ
の限りでない。
第２項 受注者

は工事目的物、
工事材料のうち第
２７条第２項の検
査に

請負契約により
生ずる義務はもと
より権利について
も原則として第三
者に対し譲渡する
ことを承諾しない
こと。

備 考契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者

第９条 関連工事の調整（約款第２条）

監 督 員 の 業 務

受注者の施行す
る建設工事および
契約担当者の発
注に係る第三者
の施工する他の
建設工事が施工
上密接に関連す
る場合において、
必要があるとき
は、その施工につ
き、調整を行うも
のとする。

受注者は契約
担当者の調整に
従い、第三者の行
う工事の円滑な施
工に協力しなけれ
ばならない。

「必要があるとき」とは、受
注者又は発注者から工事
を請負っている第三者のい
ずれかの申し出があった場
合のほか、発注者が工事全
体の円滑な施工のため必
要と判断したときも含むもの
である。
「調整の内容は、工事の

関連する態様により多様で
あり、その程度も一様では
ないが、単純にいえば、受
注者及び他の工事を施工
する第三者（この第三者に
ついても、この約款に基づ
いて契約していることが当
然予想されるので、当該契
約において調整に従わなけ
ればならないこととなる。）の
工事の実施工程、施工方
法等にについて、必要な範
囲内における調整ということ
ができよう。また一方の工事
が遅延したため、他方の工
事の促進を図ることも含ま
れるものと解する。
受注者は、発注者の調整

に従い、第三者の施工する
工事の円滑な施工に協力
しなければならないが、この
調整に従ったことを理由と
して請負代金額の変更、又
は必要とした費用を発注者
が負担することを要求する
ことはできないと解される。

担当監督員から
報告を受けた時
は、第三者の施工
する工事と両方の
工程、その他、必
要な事項を調整し
総括監督員に報
告しなければなら
ない。

受 注 者契約担当者 備 考

発注者の書面による承諾
のない限り禁止される受注
者の処分行為は、譲渡、貸
与及び抵当権等の担保の
目的に供することである。
工事材料については、質

権譲渡担保等の目的に供
することが、その他の担保
の目的に供することに該当
する。

別表１ 執行規則に基づく監督業務の内容

第１４条 権利義務の譲渡等（約款第５条）

主任監督員から
報告を受けた場
合において、工期
及び請負代金額
を変更し、又は工
事を打ち切る等の
必要が生じる場合
には、契約担当者
に報告しなければ
ならない。

当該工事が、契
約担当者が発注
した第三者の施
工する他の工事と
関連し工事の進
捗に支障を及ぼ
すと認められると
きは、主任監督員
に報告しなければ
ならない。
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

指示事項が下請
人に徹底しない
等、監督行為が円
滑に行なわれず
工事の全部又は
大部分を一括して
委任又は、下請
負に付している疑
いがあるときは、
主任監督員に報
告しなければなら
ない。

第１６条 下請人の通知（約款第７条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者

受注者は、第１
項の規定により通
知を求められたと
きは、遅滞なく様
式第９号による通
知書を契約担当
者に提出しなけれ
ばならない。

「その他必要な事項」と
は、住所等の事項のほか施
工実績等の施工能力を表
象する事項、当該下請負人
が担当する工事部分、その
他の下請契約の実態を表
象する事項も含む。

受注者に対し
て、下請負人につ
いての名称その
他必要な事項の
通知を求めること
ができる。
（下請負人に関

する通知の請求）
次のいずれかに

該当するときは、
受注者に対し、下
請負人に関する
事項を通知させる
こと。
(1)一括下請負に
付している疑いが
あるとき。

受注者に対して
下請負人に関す
る通知の請求を
し、契約担当者に
報告しなければな
らない。

担当監督員から
報告を受けたとき
は、速やかに事実
関係を調査し元
請負者としての監
督を徹底するよう
受注者に指示す
るものとする。
なお、指示が徹

底しない場合には
総括監督員に報
告しなければなら
ない。

備 考

第１５条 一括委任又は一括下請負の禁止（約款第６条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

受注者は工事の
全部又は大部分
を一括して第三者
に委任し、又は請
負わせてはならな
い。

受注者が元請負人として
施工計画を総合的に企画
し、工事全体の的確な施工
を確保するため工程管理、
下請負人の施工間の調
整、監督等を行なう等、下
請負わせた部分の施工に
つき実質的に関与する場
合は「一括」には該当しな
い。

備 考契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者

合格したもの及び
工事仮設物を第
三者に譲渡し、貸
与し、又は抵当権
その他の担保の
目的に供してはな
らない。ただし契
約担当者の書面
による承諾を得た
場合は、この限り
でない。
第３項 受注者

は請負代金の請
求権の譲渡につ
いて承諾を得よう
とするときは様式８
号による申請書を
契約担当者に提
出しなければなら
ない。
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

受 注 者 備 考

その施工方法を
指定した場合に
おいて、設計図書
に特許権等の対
象である旨の明示
がなく、かつ受注
者がその存在を
知っていたことを、
立証できないとき
は主任監督員に
報告しなければな
らない。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

(2)下請負人が工
事の施工又は管
理について不適
当であると認めら
れるとき。
(3)上記各号に掲
げる場合のほか、
市長が特に必要
を認めるとき。

監 督 員 の 業 務
契約担当者 受 注 者

契約担当者がそ
の施工方法を指
定した場合におい
て、設計図書に特
許権その他第三
者の権利の対象
である旨の明示が
なく、かつ受注者
がその存在を知ら
なかったときは、
契約担当者は受
注者がその使用
に関して要した費
用を負担しなけれ
ばならない。

備 考

主任監督員の報
告が妥当である場
合には、契約担当
者に報告しなけれ
ばならない。

担当監督員から
「受注者が、その
存在を知らなかっ
た」との報告を受
けたときは、立証
方法を検討し、受
注者の知悉を立
証できないとき
は、その使用に要
した費用を積算
し、総括監督員に
報告しなければな
らない。

特許権等の第三者の権
利の対象になっている工事
材料、施工方法等を使用
するときは、原則として受注
者がその使用に関する一
切の責任を負う。
受注者は、契約約款第１

条第３項の規定により、設
計図書に指定がない場合
には、施工方法等（仮設、
施工方法その他工事目的
物を完成するため必要な一
切の手段）を定めなければ
ならない。また、指定がない
場合には、受注者が決め、
受注者が自ら選択した施工
方法等については、受注者
自身がその責任を負い、特
許権等の使用料を負担す
るのは当然といえよう。
なお、契約に係る工事を

実施するためには、第三者
の権利の対象となっている
工事材料、施工方法等を
使用することが不可欠であ
る場合には、発注者は設計
図書において指定すべき
である。
ただし、受注者に選択権

がない場合、すなわち、発
注者が工事材料、施工方
法等を指定した場合におい
て、設計図書に特許権等の
第三者の権利の対象であ
る旨の明示がないときは、
原則として、発注者が使用
に関して要した費用を負担
しなければならない。これは
原因者に負担を帰したもの
である。
この場合であっても、受注

者が第三者の権利の存在
を知っていたときには、受
注者が負担すべきものとさ
れる。

受注者は特許
権その他第三者
の権利の対象と
なっている施工方
法を使用するとき
は、その使用に関
する一切の責任を
負わなければなら
ない。

第１７条 特許権等の使用（約款第８条）
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 施工方
法等については、
請負契約等にお
いて定める場合を
除き、受注者がそ
の責任において
定めるものとす
る。
契約約款第３項

仮設、施工方法そ
の他工事目的物
を完成するために
必要な一切の手
段（「施工方法等」
という。以下同
じ。）については、
この約款及び設
計図書に特別の
定めがある場合を
除き、受注者がそ
の責任において
定める。

約款第３項は、施工方法
については、原則として、受
注者がその責任において
定めることを明らかにし、施
工主体として受注者の自主
性を明文で保証したもので
ある。したがって、発注者
が、工事の特殊性、安全確
保等のために必要がある場
合には、設計図書におい
て、施工方法等を指定する
ことができるが、設計図書に
施工方法等の指定をしてい
ない場合には、受注者は、
自己の責任において施工
方法等を選択するものとし、
発注者が施工方法等につ
いて注文を付けることは許
されない。このため、契約後
に施工方法等の選択につ
いて発注者が注文をつける
必要が生じた場合には、発
注者は設計図書を変更し
て、必要な施工方法等の指
定をしなければならない。
一方、受注者に自主的な

選択権が認められた結果、
発注者の指定の施工方法
等については、仮に受注者
が実際に用いた施工方法
等がかなりの高額なもので
あっても、請負代金額の変
更等の対象とはならない。
また、受注者が他の施工

方法等を選択すれば工事
を工期内に完成することが
できたのに、

仮設工事につい
ては、仮設費積算
基準により行うも
のとする。なお、
指定仮設の施工
については、受注
者に資料の整理
をさせなければな
らない。

第１９条 施工基準（約款第１条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

契約担当者
監 督 員 の 業 務

これは、原因者（工事材
料、施工方法等の選択者）
負担主義を公平の観点か
ら修正したものである。
したがって、「受注者がそ

の存在を知らなかったとき
に初めて、発注者に費用の
負担義務が発生すると解す
るべきでなく、発注者が受
注者の知悉を立証したとき
に発注者の負担主義が免
責されると解すべきである。

備 考受 注 者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

受注者は、請負
契約締結後１０日
以内に、設計図書
に基づいて様式
第１１号による工
程表を作成し、市
長に提出しなけれ
ばならない。

第２項 契約担
当者は工程表に
つき遅滞なくその
内容を審査し、不
適当と認めた時
は、受注者に訂正
を求めるものとす
る。
工程の管理は工

程表により行な
い、受注者又は現
場代理人との打
合せに基づき工
程を管理すること
ができるものとす
る。

工程表を決裁す
る。

工程表について
報告を受けた時
は、審査し総括監
督員に報告するも
のとする。

受注者より工程
表が提出された時
は、速やかに審査
し、意見を付し主
任監督員に報告
するものとする。

第２２条 工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書（約款第３条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

備 考

受注者は、特に
期日を定めたもの
を除くほか、請負
契約締結後１０日
以内に工事に着
手しなければなら
ない。

第２０条 工事の着手（約款なし）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者

担当監督員から
の報告を受けた
時は、速やかに着
手するよう受注者
に指示しなければ
ならない。

受注者が工事に
着手しないとき
は、主任監督員に
報告しなければな
らない。

ある特定の施工方法等を選
択したために工期内に完成
できない場合には、受注者
の責に帰すべき事由による
履行遅滞として発注者の損
害金請求権、解除権が発
生する。また、他の施工方
法等を選択すれば第三者
損害を防ぐことができたの
に、受注者が特定の施工方
法等を選択したことにより損
害を及ぼしたときは、発注
者が専門的知識・経験に照
らして必要な指図をすべき
であるのに、指図をしな
かったときは別として、発注
者は被害者に対して注文
者としての責任を負わず、
また、受注者との関係で
は、受注者は、自己が被害
者に賠償した費用を発注者
に請求することはできない。

備 考

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第２項 監督員は、各本条に特別の定めがある場合を
除くほか、次に掲げる権限を有し、請負契約に定めるとこ
ろによりこれを行使する。
(1)請負契約の履行についての受注者又は受注者の現
場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作
成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、工事の施工への立会
い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の検査

（確認を含む。第２８条第２項及び第３項において同
じ。）
第４項 第２項の規定による監督員の権限のうち指示又

は承諾は、原則として書面により行わなければならない。

主任監督員の報
告に対し明らかに
判断のつくものは
指示し、契約担当
者に報告するもの
とする。

担当監督員から
報告を受けたとき
は、明らかに判断
のつくものは指示
し、その他につい
ては総括監督員
に報告するものと
する。

第２項(1)、(2)、
(3)号について、監
督を行なうに必要
な諸基準により、
明らかに判断のつ
くものについては
受注者に指示、承
諾又は協議を行
なうものとし、その
他については主
任監督員に報告
するものとする。

第１項 契約担
当者は、監督員を
置いたときは、そ
の者の氏名を受
注者に通知しなけ
ればならない。監
督員を変更したと
きも同様とする。
第３項 契約担

当者は、２人以上
の監督員を置き、
前項の権限を分
担させたときは、
それぞれの監督
員の有する権限
の内容を受注者
に通知しなければ
ならない。
第５項 契約担

当者が監督員を
置いたときは、こ
の規則に定める
請求、通知、報
告、申出、承諾及
び解除であって受
注者が契約担当
者に対して行なう
ものについては、

第３項 受注者
は市長から請求
があった場合にお
いては、工程表に
基づいて様式第１
２号による工事工
程月報に工事の
進捗状況を記載
して契約担当者
に提出しなければ
ならない。

第４項 受注者
は、契約担当者か
ら請求があった場
合においては、請
負契約締結後１０
日以内に設計図
書に基づいて請
負代金内訳書を
作成し、契約担当
者に提出しなけれ
ばならない。

※申し合せ事項
工程管理に必要な出来形

調査の日までに提出させる
ものとする。

第２３条 監督員（約款第９条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

工期が１ヶ月を
越える工事の進
捗状況の把握は、
工事工程月報に
より行なう。

工程月報が提出
されたときは、審
査し工程管理を
行なわなければな
らない。
工程が遅れてい

るときは対策を講
じなければならな
い。
工事工程月報の

受理は主任監督
員とする。

主任監督員の指
示により受注者に
改善策を講じさせ
なければならな
い。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

「監督員」とは、通常、工
事が施工されるときは、発
注者が直接工事現場にお
いて監督を行なうことは少
なく、発注者は、請負契約
の適正な履行を確保するた
めに、発注者の職員又は外
部の者を監督員として置か
ない場合には、監督員の権
限は、発注者に帰属するこ
とを第６項において確認的
に定めている。そして、第１
項は、監督員を置く場合に
は、監督員の氏名を受注者
に通知しなければならない
こととしている。
本条は、このような理由に

より監督員を置くことにした
ものであるが、一方、監督
員の監督行為は、必要最
低限にとどめ、受注者の自
主的な工事の施工を確保
する趣旨から、監督員の権
限の範囲を明確にしたもの
である。
監督員が有する権限は、

約款において大略次の３つ
に分けることができる。
①本条第２項に掲げるもの
②他の条項に掲げるもの
第２６条（約款第１２条）
工事関係者に関する措

置請求
第２７条（約款第１３条）
工事材料の品質及び検

査等
第２８条（約款第１４条）
監督員の立会い、見本

等の整備等
第２９条（約款第１５条）
支給材料及び貸与品

第３１条（約款第１７条）
設計図書不適合の場合

の改造義務、破壊検査等
第３２条（約款第１８条）
条件変更等

第４０条（約款第２６条）
臨機の措置、等である。

③ 約款に基づく発注者の
権限とされる事項のうち発
注者が必要と認めて監督員
に委任したもの。

契約担当者 受 注 者 備 考

第２７条第２項の
規定による請求を
除き、監督員を経
由して行なうものと
する。この場合に
おいては、監督員
に到着した日を
もって契約担当者
に到着したものと
みなす。
(1)監督員の氏名
等の書面による通
知は、別紙様式１
により行なうものと
する。

監 督 員 の 業 務
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

第２４条 現場代理人、主任技術者等（契約約款第１０条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

担当監督員から
主任技術者、現
場代理人等の通
知を受理したとき
は、決裁をする。

受注者から、主
任技術者、現場
代理人等の通知
を受けたときは、
主任監督員に報
告しなければなら
ない。

備 考

第１項 受注者
は、次の各号に掲
げるいずれかの者
の氏名を様式第１
２号による現場代
理人等通知書に
より契約担当者に
通知しなければな
らない。これらの
者を変更したとき
も同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者
（法第２６条第１項
に規定する主任
技術者をいう。以
下同じ）
(3)専任の主任技
術者（法第２６条
の第３項の規定に
より選任された専
任のものでなけれ
ばならない主任技
術者をいう。以下
同じ）
(4)専任の監理技
術者（法第２６条
第４項の規定によ
り選任された専任
のものでなければ
ならない監理技術
者をいう。以下同
じ）
(5)専門技術者
（法第２６条の２に
規定する建設工
事の施工の技術
上の管理をつかさ
どる者をいう。以
下同じ）

「現場代理人」とは、請負
契約の的確な履行を確保
するため、工事現場の取締
りのほか、工事の施工及び
契約関係事務に関する一
切の事項を処理する者とし
て工事現場に置かれる受
注者の代理人であり、工事
現場に常駐することとされ
ている。
「主任技術者、監理技術

者」とは、工事現場における
建設工事の施工の技術上
の管理をつかさどる者とし
て、法第２６条第１項又は第
２項の規定により配置が義
務付けられている技術者で
ある。
このうち、監理技術者は、

下請契約の請負金額の額
（下請契約が２以上あるとき
は、それらの請負代金の額
の総額）が、３，０００万円
（建築工事である場合にお
いては４，５００万円）以上に
なる場合において、元請負
者たる特定建設業者が配
置しなければならないとさ
れる法第１５条第２号の基
準を充足する技術者であ
る。
主任技術者とは、その他

の建設工事の現場に配置
すべきものとされる技術者
である。
「専門技術者」とは、受注

者が建築一式工事又は土
木一式工事を施工する場
合において、その一式工事
の一部である専門工事を自
ら施工しようとするときに、
又は専門工事を施工する
場合において自らそれらに
付帯する他の建設工事を
施工しようとするときに建設
業法上配置することが要求
されている技術者である。
（法第２６条の２）
「常駐」とは、該当工事の

みを担当しているのではな
く、さらに作業期間中、特別
の理由がある場合を除き常
に工事現場に滞在すること
を意味するものであり、発注
者又は監督者との連絡に
支障をきたさないことを目的
としたものである。

受 注 者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第２５条の２ 履行報告（約款第１１条）

契約担当者

「運営、取締り」とは、請負
契約に基づく工事の施工に
関し、受注者において行う
工事現場に関する全ての
管理行為を指すものと下請
負人等の適正な施工又は
管理が確保できない場合に
は、直接技術者や下請負
人等に対して必要な措置を
とることを請求できるものと
解する。したがって、工事の
施工上必要とされる労務管
理、工程管理、安全管理そ
の他の管理行為のほか、工
事現場にの風紀の維持等
もこれに含まれる。

第３項 現場代
理人は、請負契
約の履行に関し、
工事現場に常駐
し、その運営及び
取締りを行うほ
か、法第２３条第１
項の規定による請
求並びに同条第５
項の規定による通
知の受理、請負代
金額の変更、請負
代金の請求及び
解除に係る権限を
除き、この規定に
基づく受注者の一
切の権限を行使
することができる。
第４項、受注者

は前項の規定に
かかわらず、同項
の規定により現場
代理人に委任せ
ず自ら行使しよう
とするものがあると
きは、あらかじめ、
当該権限の内容
を契約担当者に
通知しなければな
らない。
第５項 現場代

理人、主任技術
者又は専任の監
理技術者は、兼
ねることができる。

第１項 受注者
は様式第１４号に
よる工事の記録簿
に記録し、監督員
が指示したときは
これを提示しなけ
ればならない。
第２項 前項の

規定によるほか、
受注者は、設計
図書に定めるとこ
ろにより、契約の
履行について契
約担当者に報告
しなければならな
い。

監 督 員 の 業 務
受 注 者

本条の規定により設計図
書で定めている履行報告の
令としては、施工計画書、
実施工程表、工事打合せ
書、建設機械使用実績報
告書等がある。このうち、施
工計画書は、工事目的物を
完成するために必要な手
順、施工方法等を記したも
のであり、計画工程表、現
場組織表、安全管理、指定
機械、主要資材、施工方法
等、施工管理計画、緊急時
の体制及び対応、交通管
理、環境対策、現場作業環
境の整備、再生資源の利
用の

契約の履行につ
いての報告とは、
過去の履行条件
についての報告も
含むものである。

契約担当者

備 考

監 督 員 の 業 務
受 注 者 備 考
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

促進等の事項を含むもので
ある。一般的には、受注者
は、準備工事を開始する前
に施工計画書を発注者に
提出することとなっている。

監 督 員 の 業 務
契約担当者

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

第３項 受注者
は第２項による請
求があったとき
は、当該請求に係
る事項について決
定し、その結果を
請求を受けた日
から１０日以内に
契約担当者に通
知しなければなら
ない。
第４項 受注者

は、監督員がその
職務の執行につ
き著しく不適当と
認められるとき
は、契約担当者に
対して、その理由
を明示した書面に
より、必要な措置
をとるべきことを請
求することができ
る。

「著しく不適当と認められ
る」ためには、客観性がなけ
ればならず、単に発注者が
主観的に著しく不適当と認
めても、本項の対象にはな
らない。
たとえば、品行が悪いとい

うようなことのみでは本項の
対象となるものではないが、
それが工事現場周辺に悪
影響を及ぼし、ひいては工
事の施工が有形無形の影
響を受ける場合等には、本
条の対象となると考える。
「必要な措置」は、是正措

置の指示のほか、その程度
に応じて交替をも含むもの
である。また、監督員は第９
条第２項第１号に基づいて
受注者又は現場代理人に
対して、技術者や下請負人
等に施工又は管理につい
て指示することができるが、
第３項は、このような指示を
行っても十分な効果が見ら
れなかった場合などの技術
者や下請負人等の適正な
施工又は管理が確保でき
ない場合には、直接技術者
や下請負人等に対して必
要な措置をとることを請求
できるものとする。

備 考

第２６条の２ 工事関係者に関する措置請求（約款第１２条）

第１項 契約担
当者は、現場代
理人がその職務
（主任技術者若し
くは専任の監理技
術者又は専門技
術者と兼務する現
場代理人にあって
は、これらの者の
職務を含む。）の
執行につき著しく
不適当と認めると
きは、受注者に対
して、その理由を
明示した書面によ
り、必要な措置を
とるべきことを請
求することができ
る。
第２項 契約担

当者又は監督員
は、主任技術者
又は専任の監理
技術者（これらの
者と現場代理人を
兼務する者を除
く。）、下請負人、
労務者その他受
注者が工事を施
工するために使用
している者で工事
の監理又は施工
につき著しく不適
当と認められるも
のがあるときは、
受注者に対して、
その理由を明示し
た書面により、必
要な措置をとるべ
きことを請求する
ことができる。
第５項 契約担

当者は、前項の規
定による請求が
あったときは、当
該請求に係る

主任監督員より
報告を受け、著し
く不適当である客
観的妥当性が立
証される場合に
は、書面をもって
受注者に必要な
措置をとるようもと
めるものとする。

担当監督員より
報告を受けたとき
は、事実関係を調
査し総括監督員
に報告しなければ
ならない。

建設工事の施工
について、不適当
である工事関係
者がある場合には
その事由を付して
主任監督員に報
告しなければなら
ない。

受 注 者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

契約担当者
監 督 員 の 業 務

事項について決
定し、その結果を
請求があった日か
ら１０日以内に受
注者に通知しなけ
ればならない。

第２項 受注者
は、設計図書にお
いて監督員の検
査を受けて使用
すべきものとされ
た工事材料を使
用するものとす
る。また、この場合
において、検査に
必要な費用は、受
注者の負担とす
る。
第４項 受注者

は工事現場内に
搬入した工事材
料を監督員の承
諾を受けないで工
事現場外に搬出
してはならない。
第５項 受注者

は前項の規定に
かかわらず、第２
項の検査の結果
不合格と決定され
た工事材料につ
いては、当該決定
を受けた日から７
日以内に工事現
場外に搬出しなけ
ればならない。
第６項 受注者

は、主要な工事材
料で完成検査を
受ける際に外部か
ら明視することが
できないものにつ
いて、第２項の検
査を受けたとき
は、様式第１５号
による材料検査簿
ににその状況を
記入し、監督員の
検印を受けるもの
とする。

１．主任監督員又は、担当監督員は
使用承諾し、検査を受けて使用すべ
きものとされた工事材料が現場に搬
入された場合には、形状、寸法、数
量等の検査を行うものとする。
２．工事材料検査を行ったときは、受
注者に材料検査簿に記入させ検印し
なければならない。

受 注 者 備 考

受 注 者 備 考

第２７条 工事材料の品質、検査等（約款第１３条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

第１項 工事材料は、設計図書に定める品質を有する
ものを使用しなければならない。
ただし、設計図書にその品質を定めない場合は、中等

の品質を有する工事材料を使用するものとする。
第３項 監督員は、受注者からの前項の検査を要求さ

せたときは、当該請求を受けた日から７日以内に検査を
行わなければならない。
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３項 前項の
規定による検査の
結果、受注者は、

第２項 監督員は 支給材料又は貸
与品の引渡しに当たっては、受注者
立会

第２９条 支給材料及び貸与品（約款第１５条）

第１項 契約担
当者が受注者に
支給

総括監督員は
主任監督員より報
告

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

第４項 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会
い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた
日から７日以内に立会い又は見本検査を行わなければ
ならない。
第５項 前項に規定する期間に、監督員が正当な理由

なく立会い又は見本検査を行わないため、その後の工事
に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上
で、立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事を
施工することができる。この場合において、受注者は、当
該工事材料を調合又は当該工事の施工を適切に行った
ことを証する見本等を整備し、監督員の請求があったとき
は、整備した見本等を当該請求を受けた日から７日以内
に提出しなければならない。

第１項 受注者
は、設計図書にお
いて監督員の立
会いの上調合し、
又は調合につい
て見本検査を受
けるものとされた
工事材料につい
ては、立会いを受
けて調合したもの
を使用しなければ
ならない。
第２項 受注者

は、設計図書にお
いて監督員の立
会いの上施工す
るものとされた工
事については、立
会いを受けて施
工しなければなら
ない。
第３項 受注者

は、前２項に規定
するもののほか、
設計図書におい
て見本、工事の写
真その他の記録
（以下「見本等」と
いう。）を整備すべ
きものとされた工
事材料の調合又
は工事の施工す
るときは、設計図
書に定めるところ
により見本整備
し、監督員の請求
があったときは整
備した見本等を当
該請求を受けた
日から７日以内に
提出しなければな
らない。
第６項 第１項、

第３項又は前項の
場合において、見
本検査又は見本
等の整備に直接
必要な費用は、受
注者の負担とす
る。

建設工事の施工に当って
は、工事材料の品質が工
事目的物の良否を決める
重要な要素であると同時
に、具体の工事の施工の良
否もまた工事目的物の良否
を決める重要な要素であ
る。したがって、工事材料の
検査と同時に、具体の工事
の施工に当っても、受注者
の自主的な施工管理に期
待しつつ、監督員が立会い
等を行って適正な施工の確
保に努めることが一般的な
方法である。
また、公共工事の施工に

当たっては、監督員が立会
い等により適正な施工の確
保に努めるとともに、工事が
完成した場合において発注
者の定める検査職員が完
成の確認のための検査を
行うのが通例であり、本約
款においても第３１条第２項
に規定しているところであ
る。このように適正な施工を
確保するために様々な方法
がとられているが、工事完
成後に検査職員が検査を
行う場合においては、工事
内容が外面から判断し得な
い部分が多いため、施工中
の監督員の立会いや工事
記録の整備が重要性を持
つことになる。

担当監督員から
の立会いできない
との報告を受けた
ときは、自ら立ち
会わなければなら
ない。
立会いが困難な

場合には受注者
に対し資料を提出
させ確認するもの
とする。

受注者の求めに
応じて立会いし、
設計図書及び諸
基準に基づき工
事を施工させなけ
ればならない。
また、立会いで

きない場合には主
任監督員に報告
しなければならな
い。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

第２８条 監督員の立会い、見本等の整備等（約款第１４条）

備 考受 注 者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員
契約担当者

監 督 員 の 業 務

する工事材料（以
下「支給材料」と
いう。）及び貸与
する建設機械器
具（以下「貸与品」
という。）の品名、
数量、品質、規
格、又は性能、引
渡時期は、設計
図書に定めるとこ
ろによる。
第６項 契約担

当者は、受注者か
ら第３項又は前項
の規定による通知
を受けた場合に
おいては、当該支
給材料又は貸与
品に代えて他の
支給材料又は貸
与品を引き渡さな
ければならない。
ただし、既に引き
渡した支給材料
又は貸与品を使
用することによっ
ても工事の目的を
達成することがで
きると認められる
場合にあっては、
支給材料若しくは
貸与品の品名、数
量、品質若しくは
性能を変更し、又
は理由を明示した
書面により、当該
支給材料若しくは
貸与品の使用を
受注者に請求す
ることができる。
第７項 契約担

当者は、前項に規
定するほか、必要
があると認めるとき
は、支給材料又は
貸与品の品名、数
量、品質、規格若
しくは性能、引渡
場所又は引渡時
期を変更すること
ができる。

を受けたときに
は、契約担当者に
報告しなければな
らない。 ① 設計図書で支

給されることに
なっている工事材
料又は貸与品に
ついて、品名、数
量、規格等受注
者立会いの上検
査して引き渡すも
のとする。引渡し
が完了したときに
は、受注者より受
領書を提出させ
主任監督員に報
告しなければなら
ない。
② 支給材料又
は貸与品が使用
できない場合又は
変更する必要が
生じた場合には主
任監督員の報告
しなければならな
い。
③ 支給材料又
は貸与品が返還
されたときは、主
任監督員に報告
しなければならな
い。

担当監督員より
報告を受けたとき
は、審査し総括監
督員に報告しなけ
ればならない。

いの上、県の負担において、当該支
給材料又は貸与品を検査しなければ
ならない。

この品名、数量、
品質又は規格若
しくは性能が設計
図書の定めと異な
り、又は使用に適
当でないと認めた
ときは、その旨を
直ちに契約担当
者に通知するとと
もにその引渡しを
拒むことができる。
第４項 受注者

は、支給材料又は
貸与品の引渡しを
受けたときは、引
渡しの日から７日
以内に、契約担当
者に受領書又は
借用書を提出しな
ければならない。
第５項 受注者

は、支給材料又は
貸与品の引渡しを
受けた後、当該支
給材料又は貸与
品に第２項の規定
による検査によっ
て発見が困難で
あった隠れたかし
があり使用は適当
でないと認めたと
きは、その旨を直
ちに契約担当者
に通知しなければ
ならない。
第８項 受注者

は、引渡しを受け
た支給材料又は
貸与品を善良な
管理者の注意を
もって管理しなけ
ればならない。
第９項 受注者

は、設計図書に定
めるところにより、
建設工事の完成、
設計図書の変更
等によって不用に
なった支給材料
又は貸与品を契
約担当者に返還
しなければならな
い。
第１０項 受注者

は、故意又は過失
により支給材料又
は貸与品を滅失し

備 考受 注 者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第２項 監督員は、受注者が第２７条第１項から第３項
間での規定に違反したことが明らかな場合において、必
要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して
検査することができる。
第４項 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の

施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の
理由を受注者に通知して工事の施工部分を最小限度の
範囲に限り破壊して検査することができる。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

契約担当者

若しくはき損し、
又はその返還が
不可能となったと
きは、契約担当者
の指定した期間
内に代品を納め、
若しくは現状に復
して返還し、又は
返還に代えてそ
の損害を賠償しな
ければならない。
第１１項 受注者

は、支給材料又は
貸与品の使用方
法が設計図書に
定められていない
ときは、その使用
方法につき監督
員の指示に従わ
なければならな
い。

備 考

第１項 受注者
は、工事の施工部
分が設計図書に
適合しない場合に
おいて、監督員が
その改造を請求し
たときは、当該請
求に従わなけれ
ばならない。
第４項 前２項に

おいて、検査及び
復旧に直接要す
る費用は、受注者
の負担とする。

備 考受 注 者
監 督 員 の 業 務

主任監督員より
報告を受けたとき
は、受注者に修補
等を命令しなけれ
ばならない。

第３１条 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等（約款第１７条）

担当監督員から
の報告を受けたと
きは、調査し意見
を付して総括監督
員に報告しなけれ
ばならない。
修補が完了した

ときは、主任監督
員が確認し、総括
監督員に報告し
なければならな
い。

① 第２項の規定
により違反したこと
が明らかな場合と
判断されたときに
は、主任監督員に
報告しなければな
らない。
② 第３項の規定
により設計図書に
適合しないと認め
られるときには、
主任監督員に報
告しなければなら
ない。
③ 修補等が完了
したときは、受注
者から修補等完
了届出書を提出
させ、主任監督員
に報告しなければ
ならない。

受 注 者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３２条 条件変更等（約款第１８条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

第３項 契約担
当者は、受注者の
意見を聴いて、前
項の調査の結果
（これに対してとる
べき措置を指示
する必要があると
きは、当該指示を
含む。）をとりまと
め、調査の終了後
１４日以内に、そ
の結果を受注者
に通知しなければ
ならない。ただし、
その期間内に通
知できないものや
むお得ない理由
があるときは、あら
かじめ受注者の
意見を聴いた上、
当該期間を延長
することができる。
第４項 前項の

規定によりとりまと
められた調査の結
果において、第１
項各号に掲げる
事実が確認された
場合で、必要があ
ると認められたと
きは、契約担当者
は、設計図書の訂
正又は変更を行
わなければならな
い。ただし、同項
第４号又は第５号
に掲げる事実が
確認されその結
果設計図書を変
更する場合（工事
目的物の変更を
行わない場合に
限る。）には受注
者と協議して行
う。

第２項 監督員は、前項の規定による確認を請求され
たとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき
は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければ
ならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に
は、受注者の立会いを受けずに行うことができる。

第１項 受注者
は、工事の施工に
当たり、次の各号
のいずれかに該
当する事実を発
見したときは、直
ちにその旨を監督
員に通知し、その
確認を請求しなけ
ればならない。
(1)仕様書、設計
書、図面、現場説
明書及び現場説
明に対する質問
回答書が一致し
ないこと。（これら
の優先順位が定
められている場合
を除く。）
(2)設計図書に誤
り又は漏れがある
こと。
(3)設計図書の表
示が明確でないこ
と。
(4)工事現場の形
状、地質、湧水等
の状態、施工上の
制約等設計図書
に示された自然的
又は人為的な施
工条件と実際の
工事現場が一致
しないこと。
(5)設計図書で明
示されていない施
工条件について
予期することので
きない特別な状態
が生じたこと。

主任監督員の報
告を受けたとき
は、判断可能なも
のは指示し、その
他については契
約担当者に報告
しなければならな
い。

担当監督員より
第１項の調査結果
について報告を
受けたときは、こ
の規定の全般の
趣旨からみて再調
査等事実の確認、
あるいはとりあえ
ずの工事の中止、
応急措置等の指
示を与えるものと
するが内容が重
要なものについて
は総括監督員に
報告しなければな
らない。

① 第１項の確認
を求められたとき
は、速やかに調査
を行い、諸基準に
より明らかに判断
つくものは受注者
に指示するものと
し、その他につい
ては主任監督員
に報告しなければ
ならない。

第３３条 設計図書の変更（約款第１９条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

「設計図書の変更」
公共工事の発注者は、工

事の目的物の目的、構造、
仕様等を十分検討した後
設計を行い、請負契約を締
結すべきであるが、

第１項 契約担
当者は必要がある
と認めるときは、そ
の内容を受注者
に通知して、設計
図書を変更

主任監督員より
報告を受けたとき
は、判断の可能な
ものは指示し、そ
の他のものについ
ては契約

担当監督員から
報告を受けたとき
は、内容を検討
し、又は必要に応
じて調査を行い意
見を付して

設計図書を変更
し、工期及び請負
代金額を変更す
る必要が生じた場
合には、主任監督
員に
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３４条の２ 工事の中止（約款第２０条）

第１項 工事の
用地が確保できな
い等のため又は
暴風、豪雨、洪
水、高潮、地震、
地すべり、落盤、
火災、騒乱、暴動
その他自然的若
しくは、人為的な
事象（以下「天才
等」という。）で
あって、受注者が
責めに帰すること
ができないものに
より工事目的物等
に損害を生じ、

主任監督員より
報告を受けたとき
は、判断の可能な
ものは指示し、そ
の他のものについ
ては契約担当者
に報告しなければ
ならない。

担当監督員から
報告を受けたとき
は、内容を検討
し、又は必要に応
じて調査を行い意
見を付して総括監
督員に報告しなけ
ればならない。

建設工事の全部
又は一部の施工
を一時中止し、工
期及び請負代金
額を変更する必
要が生じた場合に
は、主任監督員に
報告しなければな
らない。

することができる。 総括監督員に報
告しなければなら
ない。

報告しなければな
らない。

第１項においては受注者
の責に帰することができな
い自由によって工事を施工
することができないと認めら
れる場合を２つに分けて規
定している。すなわち、第１
が「工事用地等の確保がで
きない等のため受注者が工
事を施工できないと認めら
れるとき」であり、第２が「暴
風、豪雨、洪水、高潮、地
震、地すべり、落盤、火災、
騒乱、暴動その他の自然的
又は人為的な事象であって
受注者の責めに帰すること
できないものにより工事目
的物等に損害を

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

工事の施工途中において
その意思、判断を変更せざ
るを得ない事態を生ずるこ
ともある。その場合には、発
注者は、前条で述べた工事
の施工条件等とは異なり、
自らの意思で設計図書を変
更しなければならないことと
なる。
このように、発注者は、必

要があると認めるときは、設
計図書の変更を行うことが
できるが、この場合には、設
計図書の変更内容を書面
をもって受注者に通知しな
ければならない。また、「必
要があると認める」か否か
は、その理由を受注者に示
す必要がないし、受注者の
意思が入る余地もない。同
時に、変更する設計図書の
内容も、発注者の自由な意
思により決定されるものと解
される。
上記のように、発注者は、

自己の都合により設計図書
を変更することができるが、
その場合には、発注者と受
注者の契約関係のバランス
をとることが要請されるた
め、工期又は請負代金額
の変更を行うのは当然であ
り、また、設計図書の変更
に伴い受注者が被った損
害を発注者が負担しなけれ
ばならないことはいうまでも
ない。

監 督 員 の 業 務
受 注 者 備 考

担当者に報告し
なければならな
い。

契約担当者
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

総括監督員 主任監督員 担当監督員

生じ若しくは工事現場の状
態が変動したため受注者が
工事を施工できないと認め
られるとき」である。
第１の場合には、例えば、

発注者の義務である工事
用地等の確保が行われな
いため（第３０条）施工でき
ない場合、設計図書と実際
に施工条件の相違又は設
計図書の不備が発見され
たため（第３２条）施工を続
けることが不可能と認めら
れる場合などふくまれよう。
また、第２の場合における

「自然的又は人為的な事
象」には、反対運動などの
妨害活動等も含まれよう。ま
た、「工事現場の状態の変
動」には、地形等の変動と
いった物理的な変動だけで
なく、妨害活動を行う者によ
る工事現場の占拠や著しい
威嚇行為といったものも含
まれると解する。
第２の場合にも、単に暴

風等の受注者の帰責事由
のない自然的又は人為的
な現象が生じただけでは不
十分であり、施工できないと
認められる状態にまで達し
ていることが必要である。

受 注 者 備 考

監 督 員 の 業 務

工期延長請求
書を審査し、契約
担当者に進達し
なければならな
い。

備 考

若しくは工事現場
の状態が変動した
ため、受注者が建
設工事を施工でき
ないと認められる
ときは、契約担当
者は、直ちに受注
者に通知して、建
設工事の全部又
は一部の施工を
一時中止させなけ
ればならない。
第２項 前項に

規定するもののほ
か、契約担当者
は、必要があると
認められるとき
は、受注者に通知
して、建設工事の
全部又は一部の
施工を一時中止
させることができ
る。

受 注 者契約担当者

担当監督員より
報告を受けた工
期延長請求を審
査するときは、担
当する管轄内で
当該受注者が複
数受注している場
合は、それらの工
事の進捗状況も
併せ審査し、総括
監督員に報告し
なければならな
い。

受注者から工期
延長請求書の提
出を受けたとき
は、遅滞なく延期
理由、変更工程
表を審査し、意見
を付して主任監督
員に報告しなけれ
ばならない。

「工事遅延事由の一般論」
受注者が工期の満了の日

までに工事を完成しなけれ
ばならないことは、契約上
当然のことであるが、種々
の事情により定められた工
期内に工事を完成させるこ
とが困難となる場合がある。
このように工事の工期内に
工事を完成させることが不
可能となる場合は一般的に
次の３つに分類される。
ア)受注者の帰責事由によ
り工事の着手が遅れ、又は
工事の進捗がはかどらない
場合
イ)条件変更、設計図書の
変更、前払金等の不払に
対する工事中止の場合

第１項 受注者
は天候の不良、第
９条の規定により
関連建設工事の
調整への協力そ
の他受注者の責
めに帰することが
できない事由によ
り工期内に建設工
事を完了すること
ができないとき
は、契約担当者に
対し、工期の延長
を請求することが
できる。

第３５条 受注者による工事の延長の請求（約款第２１条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

受 注 者契約担当者
監 督 員 の 業 務

第１項 契約担
当者は、特別の理
由により工期を短
縮する必要がある
ときは、工期の短
縮を受注者に請
求することができ
る。
第２項 契約担

当者は、この規定
の定めるところに
より工期を延長す
べき場合におい
て、特別の理由が
あるときは、通常
必要とされる工期
に満たない工期
への変更を請求
することができる。
第３項 前２項の

場合において、当
事者は必要に応
じ請負代金額を
変更し、市は受注
者に生じた損害に
つき必要な費用を
負担しなければな
らない。

工期は、工事の施工に必
要な物理的な期間によって
定められたものであるが、
同時に、完成した構造物の
供用面から要請も考慮に加
えられている。
このように、供用面の要請

を考慮にいれ工期は定めら
れているが、公共施設等に
ついては、例えば、道路の
供用開始時期、公営住宅
の入居時期について、当初
予定した時期を繰り上げて
行うことが行政運営上必要
となる場合もあり、それ以外
にも事業の執行に関する当
初の予定が変更され、早い
時期に完成が必要となる場
合がある。このような場合に
は、当然に工事目的物の
完成も繰り上げることが必
要となり、工期を短縮せざる
を得ない。また、同様にし
て、本規則の各条項におい
て工期を延長することが必
要な場合において、公共施
設等の供用、利用面からの
要請により、必要な日数の
延長を行うことが困難な場
合も生ずる。

備 考契約担当者

など契約内容の変更、又は
発注者の帰責事由により当
初の工期が不適当となる場
合ウ)天候の不良、発注者
が行う関連工事の調整への
協力等受注者の責に帰す
ることができない事由により
工事が遅れる場合
以上の工期遅延事由のう

ち、
ア)は、遅延利息の規定（執
行規則第５７条）の適用を
受ける工事遅延であり、工
期は延長されない。イ)は、
各条項で工期の延長と請
負代金額の変更が規定さ
れており、請負代金額の変
更を伴う工期延長である。
本条は上記のウ)の場合を
きていしており、請負代金
額の変更を伴わない工期
の変更（いわゆる無償延
期）を認める趣旨の規定で
ある。

受 注 者
監 督 員 の 業 務

監督員は、道路の供用開始等、当初予定した時期を繰
り上げて行う必要がある場合には、短縮する日数及び短
縮するために必要とする増加費用を算出して契約担当
者に報告するものとする。

第３６条 市長による工期の短縮の請求等（約款第２２条）

備 考
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総括監督員 主任監督員 担当監督員
備 考

第１項 受注者
は、災害防止等の
ため必要があると
認めるときは、臨
機の措置をとらな
ければならない。
この場合におい

て、受注者はその
とった措置の内容
を直ちに監督員
に通知するものと
する。
必要があると認

めるときは、受注
者は、あらかじめ
監督員の意見を
聴かなければなら
ない。ただし、緊
急やむを得ない
事情があるとき
は、この限りでな
い。

「受注者の措置義務」
第１項は、災害防止等の

ための臨機の措置をとるべ
き義務を有するのは受注者
であることを明らかにすると
ともに、後段において受注
者が「必要とあると認められ
るとき」は、監督員の意見を
あらかじめきかなければな
らないことを規定している。
この場合の災害の防止等

には、前述したとおり、工事
目的物、工事材料、仮設
物、建設機械器具等に関
する被害の防止のほか、工
事の施工が第三者に与え
る損害の防止や工事の施
工に従事する労働者の労
働災害防止をも含むものと
解される。
受注者が、臨機の措置を

とるに当たって「必要がある
と認める」か否かは、受注者
の判断に委ねられており、
同時に、監督員の意見を聞
く場合に「必要があると認め
る」か否かも、受注者に委
ねられている。しかし、この
監督員の意見を聴くかどう
かは第４項の費用負担とも
関連するものであって

第３項 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上
とくに必要があると認められるときは、受注者に対して臨
機の措置をとることを請求することができる。この場合に
おいて、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

主任監督員から
の報告を受けたと
きは、判断可能な
ものは指示し、そ
の他については、
契約担当者に報
告しなければなら
ない。

担当監督員から
報告を受けたとき
は、その措置につ
いて判断可能なも
のは指示し、その
他については総
括監督員に報告
しなければならな
い。

① 第１項につい
て受注者より臨機
の措置をとるに当
たって、工期のえ
んとゆ、請負代金
額の変更を行う場
合、又は臨機の措
置につき判断し得
ない場合につい
て意見を求められ
たときには、主任
監督員に報告し
なければならな
い。
② 受注者の意見
を聴く余裕がなく
受注者の緊急に
とった臨機の措置
について報告を
受けたときは、主
任監督員に報告
しなければならな
い。

第４０条 臨機の措置（約款第２６条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者

受 注 者 備 考

一方、工期は、ほとんどの
場合、経済的に最も妥当な
速度で工事を施工すること
を前提にして定められてお
り、これに各季節における
気象条件等を考慮して決
定するのが通例であるの
で、ある程度経済性を無視
して、あるいは気象条件等
の不利を覚悟すれば、短縮
を行う余地は残されている。
したがって、発注者の行

政運営の必要性から工事
費の増額等をも考慮して、
工期の短縮等を行う必要性
があると判断すれば、受注
者も経済的不利益がない
限り、これに応じることに問
題はないはずであり、その
ような趣旨から本条の規定
が設けられている。

契約担当者
監 督 員 の 業 務
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 各本条
に特別の定めが
ある場合を除くほ
か、工事目的物の
引渡しが行われた
とみなされる前に
工事目的物又は
工事材料につい
て生じた損害につ
いては受注者が
その費用を負担
する。ただし、そ
の損害（以下「第５
５条第１項の規定
により付され保険
等によりてん補さ
れる損害」（以下
「保険てん補部
分」という。）を除
く。）のうち、契約
担当者の

本条において工事目的物
の引渡し前と規定されたの
は、主として工事目的物に
関して生じた損害について
は、引渡し後は上鯉者の負
担としないことを明らかにす
るためである。このため、受
注者の所有する仮設物、建
設機械器具に関する損害
など当然に受注者の負担
に属する損害は、工事目的
物の引渡し後においても受
注者が負担しなければなら
ない。
発注者の帰責事由による

損害には、例えば、監督員
の指示に基づいて施行した
ために発注した労務者の被
害又は工事目的物の損
壊、あるいは、設計図書に
誤りがあった

契約担当者
監 督 員 の 業 務

主任監督員から
の報告を受けたと
きは、損害額及び
その責任につい
て審査し、契約担
当者に報告しなけ
ればならない。

担当監督員から
報告を受けたとき
は、その損害額及
び損害を与えた
原因が発注者の
責めによるものか
審査し、総括監督
員に報告しなけれ
ばならない。

工事目的物の引
渡し前に、監督員
の指示に基づい
て施工したため損
害が生じた場合、
あるいは設計図書
に誤りがあってそ
のため工事目的
物について損害
を生じた場合に
は、損害額を算定
し、主任監督員に
報告しなければな
らない。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

第３項 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上
とくに必要があると認められるときは、受注者に対して臨
機の措置をとることを請求することができる。この場合に
おいて、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

受 注 者 備 考

第４１条 一般的損害（約款第２７条）

受 注 者 備 考

第４項 受注者
が第１項又は前項
の規定に臨機の
措置をとった場合
において、当該措
置に要した費用の
うち、受注者が請
負代金額の範囲
内において負担
することが適当で
はないと認められ
る費用について
は、市が負担す
る。

少なくとも、工期の延長ある
いは発注者の費用の負担
を伴わないようないわば受
注者の責任の範囲を超える
ものあるいは受注者がとる
べき臨機の措置につき判断
し得ないようなものは、監督
員の意見を聴くべきであろ
う。もちろん、監督員の意見
を聴くほど余裕のないほど
切迫したもの等緊急やむを
得ない事情があるときは、
監督員の意見を聴くことなく
臨機の措置をとることができ
るとされている。
「監督員の措置請求」
第４項は、受注者が臨機

の措置をとった場合におい
て、受注者がそれに気付か
ないとき又は受注者の判断
に誤りがあって措置をとらな
いときに、監督員が特に必
要と認めるときは、受注者
に対して臨機の措置をとる
ことを求めることができる。
この措置請求は、受注者

に対する指示と解され、受
注者はその措置請求が明
らかに誤りである等従わな
いことについて正当な理由
がある場合を除いて、これ
に従わなければならない。

③ 臨機の措置を
とる必要がある場
合において、受注
者がそれに気付
かないとき、又は
受注者の判断に
誤りがあって措置
をとらない場合に
は、主任監督員に
報告しなければな
らない。
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

責めに帰すべき
事由により生じた
損害について、市
が負担する。

ために生じた労務者の被害
や工事目的物の崩壊など
が含まれよう。
なお、損害が発注者及び

受注者の双方の責により生
じた場合の発注者の負担と
なるのは、損害のうち発注
者の責に帰すべき事由によ
り生じた部分に限られる。
したがって、例えば、損害

の発生原因は発注者にあ
るが、発生後受注者が善良
な管理者の注意を怠りいた
ずらに損害を拡大したよう
な場合は、損害の負担は、
発注者及び受注者の双方
がそれぞれ妥当な部分を
分担すべきである。このよう
に、発注者の帰責事由と発
注者以外の帰責（受注者の
帰責事由を含む。）があい
まって損害が発生した場合
には、それぞれの帰責事由
が損害に寄与した割合に
応じて、発注者と受注者が
損害を負担することとなる。
それぞれの帰責事由が損
害に寄与した割合の決定
方法については本約款に
は明文の規定はないが、協
議によって解決すべきと解
する。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

約款第１項 工
事の施工に伴い
第三者に損害を
及ぼしたときは、
受注者がその損
害を賠償しなけれ
ばならない。その
損害（第４６条第１
項の規定により付
された保険等によ
りてん補された部
分を除く。以下本
条において同
じ。）のうち、契約
担当者の責めに
帰すべき事由によ
り生じたものにつ
いては、契約担当
者が負担する。
同条第２項 前

項の規定にかか
わらず、

第４２条 第三者に及ぼした損害等（約款第２８条）

契約担当者

約款第１項 通常避けるこ
とが可能な第三者に与えた
損害については、受注者が
損害を賠償しなければなら
ないという大原則を規定し、
損害の発生の原因が監督
員の指示によるなど発注者
の責に帰すべき事由により
場合には、第１項後段で特
則を設け、発注者の負担と
なることを規定している。
約款第２項 第１項の大原

則に特則を設け、通常避け
ることができない騒音、振
動、地盤沈下、地下水の断
絶等の理由による損害につ
いては、原則として、発注
者が負担することとしてい
る。ここで、「通常避けること
ができない」というのは、発
注者の設計する工事目的
物が当然い損害の

工事の施工に
伴って第三者に、
騒音、振動、地盤
沈下、地下水の断
絶等により損害を
及ぼしたときは、
主任監督員に報
告しなければなら
ない。

工事の施工に伴い、第三者に騒音、振動、地盤沈下、
地下水の断絶等の理由により損害を及びおそれがある
場合には、事前に調査を行わなければならない。

受 注 者 備 考
監 督 員 の 業 務

第三者に損害を
与えたときの報告
を受けたときは、
損害を与えた原
因が「通常避ける
ことができない」も
のによるものか調
査し、総監督員に
報告しなければな
らない。

主任監督員から
報告を受けたとき
は、判断可能なも
のは指示し、その
他については契
約担当者に報告
しなければならな
い。
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

第４３条 不可抗力による損害（約款第２９条）

受 注 者

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

工事の施工に伴
い通常避けること
ができない騒音、
振動、地盤沈下、
地下水の断絶等
の理由により第三
者に損害を及ぼし
たときは、契約担
当者がその損害
を負担しなければ
ならない。ただし、
その損害のうち工
事の施工につき
受注者が善良な
管理者の注意義
務を怠ったことに
より生じたものに
ついては、受注者
が負担する。
約款第３項 前２

項の場合その他
の工事の施工に
ついて第三者との
間に紛争を生じた
場合においては、
甲乙協力して処
理解決にあたるも
のとする。

原因となるもの及び工事の
施工が通常の技術的又は
経済的尺度で判断して妥
当な場合においても避けえ
ないものと考えるべきであ
り、特殊な又は一般的でな
い施工方法をとれば避ける
ことができる場合でも、その
旨が設計図書等に指定さ
れていない場合には、通常
避けることができない場合
に該当する。また、工事を
施工する地域の特殊性に
応じて、発注者が特にこれ
らの損害の防止のため特別
の施工工法等を考慮した場
合においても配慮し、むし
ろその特別の施工工法等
に従うことを設計図書は明
らかにし、受注者に義務付
けるべきであり、そのように
してもなお防止し得ないも
のについては本項を適用
すべきである。
第２項後段においては、

工事の施工に伴い通常避
けることができない損害に
ついての発注者負担の原
則に特則を設けて、受注者
が工事の施工につき善良
な管理者の注意義務を
怠ったことにより生じた損害
については、受注者の負担
とすることを規定している。
第３項は、前２項に規定す

る場合その他工事の施工
について第三者との間に紛
争を生じた場合において
は、発注者及び受注者の
双方が協力してその処理解
決に当たるべきことを規定
している。

受注者から天災
その他不可抗力
により損害を生じ
た旨の報告を受
けたときは、被災
写真、出来形写
真、工事記録簿、
材料検査簿、出
来形管理図等を
提出させ平面図、
横断面図等に出
来高、

契約担当者
監 督 員 の 業 務

第２項 契約担
当者は、前項の規
定による通知を受
けたときは、直ち
に調査を行い、同
項の損害の状況
を調査し、その結
果を受注者に通
知するものとす
る。

主任監督員から
報告を受けたとき
は、事後の方針に
ついての意見を
契約担当者に報
告しなければなら
ない。

担当監督員から
の報告を受けたと
きは、
① 天災その他不
可抗力の災害か
確認する。
② 受注者が善良
な管理者としての
注意義務を怠っ
たことに基づくも
のでないか

第１項 工事目
的物の引渡しが
行われたとみなさ
れる前に、天災等
（設計図書で基準
を定めたものに
あっては、当該基
準を超えるものに
限る。）で当事者
双方の責めに帰
することができな
い

第１項 不可抗力によって
損害を生じた場合におい
て、受注者は、損害発生後
直ちに、その状況を発注者
に通知しなければならない
ことを規定している。
通知すべき損害の対象は

次のものがある。
ア)工事目的物
土木工事における盛土部

分とか、コンクリート工事に

備 考
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確認する。
③ 火災保険その
他の保険等により
てん補されるもの
がないか確認し、
総括監督員に報
告しなければなら
ない。

手戻り等を整備
し、主任監督員に
報告しなければな
らない。 第１項
工事目的物の引
渡しが行われたと
みなされる前に、
天災等（設計図書
で基準を定めたも
のにあっては、当
該基準を超えるも
のに限る。）で当
事者双方の責め
に帰することがで
きないもの（以下
「不可抗力」とい
う。）により、工事
目的物、仮設物
又は工事現場に
搬入済みの工事
材料若しくは建設
機械器具に損害
を生じたときは、
受注者は、その事
実の発生後直ち
にその状況を契
約担当者に通知
しなければならな
い。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

第４項 契約担
当者は、前項の規
定により受注者か
ら損害による費用
の負担の請求が
あったときは、当
該損害の額（工事
目的物、仮設物
又は工事現場に
搬入済みの工事
材料若しくは建設
機械器具であっ
て、第２７条第２
項、第２８条第１項
若しくは第２項ま
たは第５２条第３
項の規定による検
査、立会い又その
他受注者の工事
に関する記録等
により確認するこ
とができるものに
限る。）及び当該
損害の取片付け
に要する費用の
額の合計額（以下
「損害合計額」とう
い。）のうち請負代
金額の１００分の１
を越える額を負担
しなければならな
い。
第５項

(1) 工事目的物
に関する損害
損害を受けた工

事目的物に相応
する請負代金額と
し、残存価値があ
る場合にはその評
価額を差し引いた
額とする。
(2) 工事材料に
関する損害
損害を受けた工

事材料で通常妥
当と認められるも
のに相応する請
負代金額とし、残
存価値がある場
合にはその評価
額を差し引いた額
とする。
(3) 仮設物及び
建設機械器具に
係る損害
損害を受けた仮

設物及び建設機
械器具で通常妥
当と認められる

もの（以下「不可
抗力」という。）に
より、工事目的
物、仮設物又は
工事現場に搬入
済みの工事材料
若しくは建設機械
器具に損害を生じ
たときは、その事
実の発生後直ち
にその状況を契
約担当者に通知
しなければならな
い。

おける打設済みのコンク
リート部分のように部分的に
出来上っている工事目的物
の部分であって、土地に定
着しているものをいう。部分
払いのための確認（第３７条
第２項）を受けているかを問
わないのは、第４項の規定
からみても明らかである。
イ)仮設物
工事目的物以外の工作

物であって、工事の施工上
の必要性に基づき仮に設
置するものをいう。したがっ
て、その定義上、工事現場
に設置されていることとな
る。主なものとしては、受注
者の現場事務所、労働者
寄宿舎、材料倉庫等、コン
クリートプラント、受変電設
備等、河川等の仮締切り、
仮桟橋、仮設道路、仮覆
い、仮囲い等、仮設足場、
コンクリートの仮枠、仮支柱
等があげられる。
ウ)工事現場に搬入済みの
工事材料
工事材料は、第２３条第５

項において定義されている
ように工場製品を含む概念
である。
「工事現場に搬入済み」

の工事材料についてのみ
本条においてのみ本条の
適用があるので、工事現場
外の向上、倉庫等は、立地
上安全な場所を選定しうる
し、本条において不可抗力
による損害の負担を部分的
に発注者が負うこととしたの
は、それらの損害の発生が
工事現場の特定といった面
において、ある程度発注者
の意思に制約されるもので
あり、反面、臨機の措置（第
３２条）その他発注者にお
いてもその回避のための努
力が期待しうるからでもあ
る。
エ)工事現場に搬入済みの
建設機械器具
工事現場に搬入された建

設機械器具であり、受注者
が所有してるか、借用して
いるか問わない。
第４項 発注者が負担す

る仮設物、工事材料又は建
設機械器具に関する損害
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契約担当者

監 督 員 の 業 務

ものについて、当
該工事で償却す
ることとしている償
却費の額から損
害を受けた時点
における工事目
的物に相応する
償却額の額を差し
引いた額とする。
ただし、修繕によ
りその機能を回復
することができ、か
つ、修繕費の額が
その額より小学で
あるものについて
は、その修繕費の
額とする。
第６項 数次に

わたる不可抗力に
より損害金額が累
積した場合におけ
る第２次以降の損
害の負担につい
ては、第３項本文
中「損害の負担に
ついて、第４項本
文中「当該損害の
額」とあるのは、
「損害の額の累
計」と、「当該損害
の取片付けに要
する費用の額」と
あるのは「損害の
取片付けに要す
る費用の額の累
計」と、「請負代金
額の１００分の１を
越える額」とあるの
は「請負代金額の
１００分の１を越え
る額から既に負担
した額を差し引い
た額」として同項
を適用する。

受 注 者 備 考

は、「通常妥当と認められ
る」ものに係る損害に限られ
る。仮設物、建設機械器具
については、第１７条により
設計図書に指定がない限り
自主施工の原則に則り受
注者の裁量に委ねられてい
る（「通常妥当」とは、工事
材料については、中等の品
質という意味である。）した
がって、受注者が通常妥当
と認められる範囲を超えて
特殊な、あるいは、不必要
な仮設物、建設機械器具、
上等な品質の工事材料を
選定した場合には、事故の
リスクの上にこれらを選定し
ているのであるから、発注
者は、仮設物、建設機械器
具、工事材料が通常妥当と
認められるものであったら
生じたであろう損害のみを
負担すれば十分である、ま
た、通常妥当と認められる
仮設物等を用いれば損害
は発生しなかったのに、通
常だとうと認められない仮
設物等を用いたことによっ
て損害を生じた場合には、
発注者は、その損害を負担
する必要はない。
工事目的物、仮設物、工

事材料又は建設機械器具
については、発注者と受注
者の間で確認することがで
きるものでなければならな
い。すなわち、工事目的
物、仮設物、工事材料又は
建設機械器具については、
発注者が工事材料の検査
（第２３条第２項）、監督員の
立会（第２４条第１項及び第
２項）、部分払いのための確
認（第４４条第３項）、その他
受注者の工事に関する記
録等により確認しうるものに
係る額に限られる。
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備 考

第１項は、単に「第３９条
第４項の規定による引渡し
前」と規定しているだけであ
り、発注者が使用を希望し
ている当該部分の完成の
有無や当該部分に相応す
る請負代金の支払いの有
無は部分使用の可否と直
接関係するものでない。こ
のことは、部分引渡しが工
事の部分的完了に伴いなさ
れるものであり、かつ、当該
部分に相応する請負代金
の支払いと結びついている
ことと基本的に

第４６条 検査及び引渡し（約款第３１条）

受 注 者

第４８条 部分使用（約款第３３条）

第１項 契約担
当者は、第４６条
第４項の規定によ
り引渡しが行われ
たとみなされる前
においても、受注
者の承諾を得て、
工事目的物の全
部又は一部を使
用することができ
る。
第２項 前項の

場合において、契
約担当者は、その
使用部分を

主任監督員から
報告を受けたとき
は、審査し、契約
担当者に報告し
なければならな
い。

工事目的物の部
分使用をする必
要があるときは、
受注者に対する
同意願いに意見
を付して、総括監
督員に報告しなけ
ればならない。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

備 考

第２項 契約担
当者は、前項の完
成届出書の提出
を受けたときは、
その日から１４日
以内に受注者の
立会いの上設計
図書に定めるとこ
ろにより工事の完
成を確認するため
の検査を完了し、
かつ、当該検査の
結果を受注者に
通知しなければな
らない。この場合
において、契約担
当者は、必要があ
ると認められるとき
は、その理由を受
注者に通知して、
工事目的物を最
小限度の範囲に
限り破壊して検査
をすることができ
る。
第３項 第３１条

第４項の規定は、
前項後段の検査
に準用する。
第４項 契約担

当者が、検査に合
格した旨の第２項
の規定による通知
をしたときは、工
事目的物の引渡
しが行われたもの
とみなす。

第１項 受注者
は、工事を完成し
たときは、様式第
１８号による完成
届出書を契約担
当者に提出しなけ
ればならない。
第５項 受注者

は、検査に合格し
なかった旨の第２
項の規定による通
知を受けたとき
は、直ちに修補し
なければならな
い。この場合のこ
の条の規定の適
用については、第
１項中「工事が完
成したときは、様
式第１８号による
完成届出書」とあ
るのは「修補が完
了したときは、様
式第２０号による
修補完了届出書」
とする。

主任監督員から
報告を受けたとき
には、完成届出書
を契約担当者に
進達しなければな
らない。

担当監督員から
報告を受けたとき
には、審査をし、
総括監督員に報
告しなければなら
ない。

受注者から完成
届出書が提出さ
れたときは速やか
に次に掲げる調
査を行い、主任監
督員に報告しなけ
ればならない。
① 出来形管理、
品質管理、写真
管理等の関係書
類について現場
代理人に説明さ
せ、数値を確認
し、関係書類を整
備させる。
② 現場に例え
ば、測点、寸法等
のマーキングを行
わせ、現場代理人
立会いの上、出来
形を設計図書に
基づいて確認す
る。ただし、大規
模工事及び重要
構造物の出来形
の確認に当たって
は、主任監督員の
立会いを求める。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者
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異なるものである。
第２項は、発注者は、使

用部分に損傷を与えること
のないように注意すべき義
務を課され、使用部分を加
工したり、現状を変更するこ
とは許されない。
このように、部分使用中

は、発注者は、使用部分を
善良な管理者の注意義務
をもって使用すべきことにな
るが、受注者の管理責任は
なくならない。部分使用中
は、未だ工事が完成してお
らず、引渡し前でもあるの
で、他の施工中の部分と同
様に、受注者は管理責任を
負うことになる。
なお、部分引渡しの場合

は、引き渡された部分の所
有権は完全に移転し、受注
者に管理責任は全くない。
したがって、受注者は、引

き渡された部分について生
じた損害を負担することな
く、瑕疵担保責任を負うの
みである。

善良な管理者の
注意をもって使用
しなければならな
い。
第３項 契約担

当者が、第１項の
規定により工事目
的物の全部又は
一部を使用したこ
とによって受注者
に損害を及ぼした
ときは、市は必要
な費用の額を負
担しなければなら
ない。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

受 注 者 備 考

契約担当者
監 督 員 の 業 務

第３項 契約担
当者は、前項の規
定による確認の請
求を受けた日から
１４日以内に、受
注者の立会いの
上、設計図書に定
めるところにより、
同項の家訓をする
ための検査を行
い、かつ、当該検
査の結果を受注
者に通知しなけれ
ばならない。
第４項 前項の

場合において、検
査又は復旧に直
接要する費用は、
受注者の負担と
する。
三島市建設工

事検査規程により
出来形を確認す
るものとする。

第１項 受注者
は、工事の完成前
に、工事の出来形
部分又は製造工
場等にある特殊な
工場製品に相応
する請負代金相
当額の１０分の９
以内の額につい
て、次の項以下に
定めるところにより
部分払を請求す
ることができる。た
だし、この請求は
特に必要があると
認めた工事の場
合を除き、出来形
が第４１条第１項
に規定する当該
工事の請負代金
額に係る前払金
額の算出の基礎と
なる率（前払金を
受領した場合は、
その率に１０分の
１を加えた率）

受 注 者

「第４１条第３項」
前項の前払金の額は、請

負代金額の１０分の３以内と
する。
第１項 部分払の対象とな

るものは、①工事の出来形
部分②製造工場等にある
特殊な工場製品である。②
については、検査員又は監
督員の検査に合格したもの
である。

総括監督員は、
出来形歩合調書
により出来形を審
査し、部分払検査
を受けなければな
らない。

主任監督員は
担当監督員から
出来形歩合調書
が提出された場合
には、出来形を審
査し総括監督員
に提出しなければ
ならない。

担当監督員は、
部分払の請求をさ
せるときは、出来
形歩合調書に基
づき作成させるも
のとし、これに基
づき遅滞なく工事
の出来形歩合調
書を作成し、主任
監督員に報告し
なければならな
い。

備 考

第５２条 部分払（約款第３７条）
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契約担当者

監 督 員 の 業 務
受 注 者 備 考

以上に達したとき
でなければするこ
とができない。
第２項 受注者

は、部分払を請求
しようとするとき
は、あらかじめ様
式第２３号による
申請書を契約担
当者に提出して
当該請求に係る
工事の出来形部
分又は製造工場
等にある特殊な工
場製品の確認を
契約担当者に求
めなければならな
い。
この場合におい

ては、契約担当者
は、遅滞なくその
確認を行いその
結果を受注者に
通知しなければな
らない。
第３項 部分払

金の額は、次の式
により算定する。こ
の場合において、
第１項の請負代金
相当額は、当事
者協議して定め
る。
部分払金の額≦
（第１項の出来高
金額×（９／１０－
前払金額／請負
代金額）
第４項 受注者

は第２項の規定に
よる確認があった
ときは、請求書に
（様式第２２号）に
より部分払を請求
することができる。
この場合において
は、契約担当者
は、当該請求の
あった日から起算
して４０日以内に
部分払金を支払
わなければならな
い。
第５項 第１項の

規定による部分払
の請求回数は、次
の各号に掲げる
金額に応じ当該
各号に掲げる回
数以内とす
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受 注 者 備 考契約担当者
監 督 員 の 業 務

る。ただし、契約
担当者が特に必
要があると認めた
ときは、請求回数
を増加することが
できる。
(1)請負代金額５０
０万円以上２，００
０万円未満 １回
(2)請負代金額２，
０００万円以上５，
０００万円未満 ２
回
(3)請負代金額５，
０００万円以上１億
円未満 ３回
(4)請負代金が１
億円以上である
場合 ４５
第６項 第４項の

規定により部分払
金の支払があった
後、再度部分払の
請求をする場合に
おいては第１項及
び第３項中「請負
代金相当額」とあ
るのは「請負代金
相当額から既に
部分払の対象と
なった請負代金
相当額を控除した
額」とする。

設計図書において指定した部分（指定部分）がある場
合、及び工事目的物について指定部分がない場合にお
いて、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについて
合意が成立した場合には、出来形歩合調書を作成し、
第４６条を準用して出来形部分検査を受けなければなら
ない。

部分引渡しは、発注者に
とっては、工事全体の完成
前において必要な部分を
使用し得る利点があり、受
注者にとっても当該部分の
請負代金を工事全体の完
成前に受取ることができると
ともに、その保管責任を免
れるという利点をもつもので
あり、広く行われているとこ
ろである。
部分引渡しの対象となる

ものは、発注者が「設計図
書において指定した部分
（指定部分）」とされている
が、これは設計図書で定め
ることとしたのは、部分引渡
しが、検査及び請負代金の
支払等について工事の全
体の完成時における引渡し
と同様の取扱いを

備 考受 注 者

第５３条 部分引渡し（約款第３８条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

第１項 工事目
的物について市
長が設計図書に
おいて工事の完
成に先立って引
渡しを受けるべき
ことを指定した部
分（以下「指定部
分」という。）がある
場合において、当
該部分の工事が
完了したときにつ
いては、第４７条
中「工事」とあるの
は、「指定部分に
係る工事」と、第４
７条中「請負代
金」とあるのは、
「指定部分に相応
する請負代金」と
読み替えて、
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契約担当者
監 督 員 の 業 務

主任監督員は、
担当監督員よりの
報告を受けたとき
は、受注者より事
情を聴取する等の
調査を行い、契約
の履行が危ぶま
れると認められる
場合は、総括監
督員に報告しなけ
ればならない。

総括監督員は、
主任監督員から
の報告を受けたと
きは、事実を確認
し、必要があると
認められるとき
は、契約担当者に
報告しなければな
らない。

担当監督員は、
工期内に工事を
完成する見込み
がないとき、又は
正当な理由がな
いのに工事に着
手しないとき、そ
の他契約の履行
が危ぶまれると認
められるときは、
主任監督員に報
告しなければなら
ない。

受 注 者 備 考

第１項 市長は、
受注者が次の各
号の一に該当す
るときは、請負契
約を解除すること
ができる。
(1)正当な理由が
なく、工事に着手
すべき期日を過ぎ
ても工事に着手し
ないとき。
(2)その責に帰す
るべき事由により
工期内に完成し
ないとき又は工期
経過後相当の期
間内に工事を完
成する見込みが
ないと明らかに認
められるとき。
(3)第２４条第１項
第２号から第５号
までに掲げる者を
設置しなかったと
き。
(4)前３号に掲げる

第２項 前項の
規定により請負契
約が解除された場
合においては、受
注者は請負代金
額の１０分の１に
相当する額を違
約金として契約担
当者の指定する
期間内に支払わ
なければならな
い。

第５８、５９条 市長の解除権（約款第４３、４４条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

うけるため、どの部分が、そ
の対象として考えられてい
るかを明確にしておく必要
があるのである。
この場合、発注者が部分

引渡しを受けるべきものとし
て指定し得る部分は「引渡
し」の対象となり得ること、す
なわち、明確に保管責任の
移転ができる特定し得る部
分であることが必要である。
これは、本約款が所有権の
帰属について特別の定め
をしていないので、判例、
通説により所有権が本条の
部分引渡しにより所有権が
受注者から発注者に移転
することになると考えられる
ことからも当然である。

これらの規定を準
用する。工事目的
物について指定
部分がない場合
において、工事目
的物の一部が完
成し、その引渡し
についての合意
が成立したときに
ついても同様とす
る。
第２項 前払金

の支払いを受けて
いる場合において
は、前項において
準用する第４７条
第１項の規定によ
り請求することの
できる額は指定部
分に相応する請
負代金相当額か
ら前払金額に当
該指定部分の工
事全体に対する
割合を乗じて得た
額を控除した額と
する。

受 注 者 備 考

第１項について、「受注者
の責に帰すべき理由」と
は、受注者の故意、過失又
はこれと同視すべき理由を
さし、これが存じないことの
挙証責任は受注者の帰す
べき理由により工期内に工
事を完成しないときは、そ
れだけをもって履行遅延と
なるのに本号が「相当の期
間内」という要件を付加した
ことは、解除の要件を加重
したものともいえるが、反面
本号に基づく解除権の行
使は催告を要しないとされ
ており、また履行期の到来
以前でも本号に該当するこ
とが客観的に明白となれば
解除をなし得る点におい
て、本号は解除の要件を緩
和したものということができ
る。
「契約に違反し」とは、本

約款において受注者に課
している義務に違反したと
きであるが、
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総括監督員 主任監督員 担当監督員

主任監督員は、
担当監督員から
報告を受けたとき
は意見を付して総
括監督員に報告
しなければならな
い。

契約担当者
監 督 員 の 業 務

第２項 第５８条
第２項及び、第３
項並びに前条の
規定は、前項の規
定により請負契約
が解除された場合
について準用す
る。

担当監督員は、
受注者から契約
解除の申し出を受
けたときはただち
に主任監督員に
報告しなければな
らない。

備 考受 注 者

第６０条 受注者の解除権（約款第４５条）

契約担当者
監 督 員 の 業 務

場合のほか、請負
契約に違反し、そ
の違反により請負
契約の目的を達
することができな
いと認められると
き。
(5)第６０条第１項
の規定によらない
で請負契約の解
除を申し出たと
き。
第２項 前項の

規定により請負契
約を解除したとき
は、様式第２４号
による通知書によ
る通知書により、
受注者に通知す
るものとする。 第
３項 契約担当者
は、第１項の規定
により請負契約を
解除したときは、
工事の出来形部
分を検査の上、当
該検査に合格し
た部分及び部分
払の対象となった
特殊な工場製品
の引渡しを受ける
ものとし、当該引
渡しを受けたとき
は、当該引渡しを
受けた出来形部
分及び特殊な工
場製品に相応す
る請負代金を受
注者に支払わな
ければならない。

「第３２条第５項の規定」
は、受注者は、①条件変更
の確認についての合意が
成立しないとき、②条件変
更に伴う工事内容の変更
又は設計図書の訂正が行
われないとき、③工事の変
更、中止等に伴う工事又は
請負代金額の変更が成立
しないときは、１０日以前に
発注者に通知して工事の
全部又は一部の施工を一
時中止することができるとす
る

総括監督員は、
主任監督員から
報告を受けたとき
は内容を審査し契
約担当者に報告
しなければならな
い。

その違反が契約の目的を
達することができないほど
重要なときにのみ解除する
ことができる約定解除権で
ある。
「第６０条第１項の規定」と

は、受注者の解除権を留保
した規定であるが、この規
定に基づかない受注者の
解除の申し出を解除の理
由とするもので、これは合
意解除又は解除契約と呼
ばれるもので、前３号の場
合と性格を異にするもので
ある。

第１項 受注者
は、次の各号の一
に該当する理由
があるときは、請
負契約を解除す
ることができる。
(1)第３３条の規定
により工事の全部
又は一部の施工
を一時中止した場
合において、工事
を継続することに
より重大な損

受 注 者 備 考
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害を受けるおそれ
があると明らかに
認められるとき。
(2)第３３条の規定
により工事内容を
変更したため請負
代金額が３分の２
以上減少したと
き。
(2)第３４条第１項
の規定による工事
の施工の中止期
間が工期の１０分
の５（工期の１０分
の５が６月を越え
るときは６月）を越
えたとき（当該中
止が工事の一部
のみの場合は、そ
の一部を除いた
他の部分の工事
が完了した後３月
を経過しても、な
おその中止が解
除されないとき。
(3)市長が請負契
約に違反し、その
違反により工事を
完成することが不
可能となったとき。

規定である。このような場合
において、工事現場の状態
等が当初の予想と著しく異
なり、契約関係の継続を強
いることが受注者に重大な
損害を及ぼすものであると
きは、いたずらに中止を継
続することは無意味かつ不
経済であるので契約の解除
権を認めたものである。
「第３３条第１項の規定」

は、発注者の意志による工
事内容の変更又は、工事
の中止であり、この場合に
は、必要があれば工期又は
請負代金額を変更しなけれ
ばならないこととされてお
り、またこれによって生じた
費用又は損害も発注者が
負担することになっている
から、受注者が損害を受け
ることはないように考えられ
る。しかし、この変更が著し
いときは、契約自体が同一
性を失ったとみるのが妥当
であり、このような場合に
は、受注者に解除権を認め
るのが信義則に合致すると
ころである。

受 注 者 備 考

受 注 者

契約担当者
監 督 員 の 業 務

備 考

第６１条 解除に伴う措置（約款第４６条）

第１項 第４６条
第２項から第４項
間での規定は、請
負契約が解除さ
れた場合におい
て、同条第２項前
段中「前項の完成
届出書の提出を
受けたとき」とある
のは「解除の通知
をし、又は解除の
通知を受けたと
き」と、「工事の完
成」とあるのは「出
来形部分」と、同
条第４項中「工事
目的物」とあるの
は「出来形部分及
び部分払の対象

第４３条（不可抗力による措置）、第５８条（市長の解除
権）、第５９条及び第６０条（受注者の解除権）の方針が
決定し、既済部分の引渡しを受ける場合には、取引の対
象となる部分の出来形を調査し、精算設計書を作成の
上、第４６条を準用して既済部分検査を受けなければな
らない。
ただし、出来形調査に当たっては、現場及び写真等に

より確認できるものをいい、工事現場に搬入した材料は、
これを含まないものとする。

第４項 第２項の
場合において、第
４９条の規定によ
る前払金があった
ときは、当該前払
金の額（第５２条
の規定による部分
払をしているとき
は、その部分払に
おいて償却した前
払金の額を控除し
た額）を支払、受
領済みの前払金
に余剰があるとき
は、受注者はその
余剰額を返還しな
ければならない。
第４項 前項の

規定による返還に

「解除の効果」
契約が解除された場合の

一般的な効果については、
民法第５４５条に規定がなさ
れており、契約当事者は、
現状回復義務及び相手方
に与えた損害賠償義務を
負うこととされている。しか
し、建設工事にあたって
は、契約の解除に伴う現状
回復について、出来形部分
の取壊しにより被る両当事
者の時間的、経済的損失
は膨大なものであるなど、
出来形部分の取壊し、支給
材料の返還、工事用地等
の整地等といった点で問題
があり、現状回復は極めて
不経済かつ不合理なことで
ある。

契約担当者
監 督 員 の 業 務
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となった特殊な工
場製品」と読み替
える。
第２項 契約担

当者は、前項の規
定によって準用さ
れる第４６条第２
項前段の規定に
よる通知をしたと
きは、前項の規定
によって準用され
る第４６条第２項
前段の検査に合
格した出来形部
分に相応する請
負代金額を受注
者に支払わなけ
ればならない。
第３項 第５２条

第５項の規定は、
前項の出来形部
分に相応する請
負代金額の決定
について準用す
る。この場合にお
いて、同条第５項
本文中「出来形金
額」とあるのは「第
１項の規定により
準用される第４６
条第２項前段の検
査に合格した出
来形部分に相応
する請負代金額」
と、同項ただし書
中「第３項の通知
を受けた日から１
０日以内」とあるの
は「第１項の規定
により準用される
第４６条第２項前
段の規定による通
知を受けた日から
１４日以内」と読み
替える。

受 注 者 備 考

そこで、判例・通説におい
ても工事の完成部分につい
ては解除をなし得ないと
か、建設工事の請負契約の
解除には遡及効がないとさ
れているところである。
本条では、民法の規定だ

けでは律しきれないこれら
の問題について、解除の遡
及効を認めないことを契約
上明確にして解決を図った
ものである。
「出来形部分」
出来形部分については、

まず、発注者の検査を受け
なければならず、発注者
は、検査に合格した部分の
みの引渡しを受けた部分に
相応する請負代金額を支
払うこととなる。これは、既に
施工された部分について
は、取壊し、撤去することに
より生ずる両当事者の時間
的、経済的喪失を考えれ
ば、現状回復するのではな
く、これを価値あるものと評
価してなるべく利用すべき
ものとの考えによるが、出来
形部分が価値あるもの、利
用に適さないものであれ
ば、それに対して対価を支
払う理由はないので、検査
を行うこととしたものである。
「支給材料」
支給材料は、加工したり、

切断したりして工事目的物
のために使用すべき性格の
ものであるから、発注者が
支給したものであるからと
いって、単純にすべてを返
還することが原則となるもの
ではなく、場所を分けて考
える必要がある。
使用済みの支給材料に

ついては、出来形部分とし
て検査に合格した部分に使
用されているものは、当該
部分が発注者に引渡される
ものであるから、これを返還
する必要がないことはもち
ろんである。しかしながら、
出来形検査に合格しなかっ
た部分に使用されているも
のは、発注者として評価す
べき価値がないわけである
から、本来は返還すべきこ
ととなる。

当たっては、当該
余剰額に前払金
の支払の日から返
還の日までの日
数に応じ、年８．２
５パーセントの割
合で計算した額の
利息を付さなけれ
ばならない。
ただし、前２条の

規定による解除の
場合にあっては、
この限りでない。
第６項 受注者

は、請負契約が解
除された場合にお
いて、支給材料が
あるときは、第２項
の検査に合格した
出来形部分に使
用されているもの
を除き、契約担当
者に返還しなけれ
ばならない。この
場合において、当
該支給材料が受
注者の故意若しく
は過失により滅失
し、若しくはき損し
たとき、又は第２
項の検査に合格
しなかった出来形
部分に使用されて
いるときは、代品
若しくは原状に復
した支給材料を返
還し、又は返還に
代えてその損害
につき必要な費
用を負担しなけれ
ばならない。
第７項 受注者

は、請負契約が解
除されたときは、
契約担当者が定
め、請負契約の解
除が受注者の責
めに帰すべき事
由によらないとき
は

契約担当者
監 督 員 の 業 務
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備 考受 注 者契約担当者

監 督 員 の 業 務

しかし、これは事実上不可
能であるから、代品を納め
るとか、支給材料について
損害賠償をすべきことにな
る。ただし、返還が可能な
場合は、修復して返還して
も構わない。
未使用の支給材料につい

ては、原則として、発注者
に返還しなければならな
い。
「貸与品」
貸与品は、第２５条の３の

規定により発注者から受注
者に貸与されている建設機
械器具であるから、当然発
注者に返還しなければなら
ない。この場合において、
貸与品が受注者の使用若
しくは保管上の故意又は過
失により損傷を受けていると
きは、これをそのまま返還
するのではなく、代品を納
めるか、修復してから返還
すべきことになる。そして代
品納入又は修復返還に代
えて貸与品についての損
害を賠償しなければならな
い。
「工事用地等」
受注者は、その所有又は

管理する物件を工事用地
等の外に撤去し、工事用地
等を修復し、取片付けて発
注者に明渡さなければなら
ず、受注者が相当の期間
内に、これを行わない場合
には、発注者は、代執行で
きるとしている。撤去すべき
物件の中には、受注者が自
ら所有又は管理するものも
含まれる。後者について
は、受注者は、下請負者と
の契約において、受注者が
撤去できる旨を規定してお
くことが、受注者と下請人と
の紛争を未然に防ぐために
望ましい。
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受 注 者 備 考

「解除に伴う措置の期限、
方法等」
支給材料又は貸与品の

返還については、原則とし
て、第５１条の規定による解
除の場合（受注者の帰責事
由のある場合）には、発注
者が定め、第５２条又は第５
３条の規定により解除の場
合（受注者の帰責事由がな
い場合）には、受注者が発
注者の意見を聴いて定め
る。ただし、受注者の故意
又は過失により滅失又は毀
損した場合等における支給
材料又は貸与品の返還、
代品納入等については、発
注者が受注者の意見を聴
いて定めることとする。ま
た、物件の撤去、工事用地
等の修復、明渡しについて
は、解除規定にかかわら
ず、発注者が受注者の意
見を聴いて定めることとす
る。
受注者のとるべき措置の

「期限、方法等」には、支給
材料又は貸与品の返還期
日、返還場所、工事用地等
の明渡期日、修復、取片付
け方法等が含まれることと
なる。

契約担当者
監 督 員 の 業 務
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(注、条項・対象欄の○印の項目が監督業務の対象である）

対象 規則 約款 総括監督員 主任監督員 担当監督員

1 － 趣旨

2 － 定義

3 － 工事の執行方法

4 － 直営とする場合

5 － 受注者の資格要件

6 － 工事の見積期間

7 － 設計付入札

8 － 入札書及び見積書（様式１、２号）

○ 9 2 関連工事の調整 報告 調整、報告 報告

10 － 請負契約の締結（様式３、４、５、６、７号）

○ 11 － 守秘義務

○ 12 － 書面主義

13 4 契約の保証

14 5 権利義務の譲渡等（様式８号）

○ 15 6 一括委任又は一括下請負の禁止 報告 調査報告 報告

○ 16 7 下請負人通知書の提出（様式９号） 通知請求、報告 調査、指示報告 報告

○ 17 8 特許権等の使用 報告 報告 報告

18 － 共同企業体の特則

○ 19 1 施工基準 － － 報告

○ 20 － 工事の着手 － 指示 報告

工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書

工程表(様式１１号） 決裁 審査、報告 審査、報告

工程月報(様式１２号） － 指示、受理 指示

○ 23 9 監督員 指揮、業務 補佐、指揮、業
務

業務

○ 24 10 現場代理人、主任技術者等（様式１３号） － 決裁 報告

○ 25の2 11 履行報告（様式１４号） 報告

○ 26の2 12 工事関係者に関する措置請求 措置請求 調査報告 報告

－ 検査、検印 検査、検印

○ 28 14 監督員の立会い及び工事記録の整備等

○ 29 15 支給材料及び貸与品 報告 審査報告 報告

○ 30 16 工事用地の確保等

○ 31 17 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等 命令、報告 調査報告、確認
報告

報告

○ 32 18 条件変更等 指示、報告 指示、報告 指示、報告

○ 33 19 設計図書の変更 指示、報告 調査報告 報告

○ 34の2 20 工事の中止 指示、報告 調査報告 報告

監督業務

○ 3

○ 13

22

27

条項
執行規則条文の見出

工事材料の品質、検査等（様式１５号）

別表２ 執行規則に基づく監督業務
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対象 規則 約款 総括監督員 主任監督員 担当監督員

○ 35 21 受注者の請求による工期の延長(様式１６、１７号） 審査進達 審査報告 審査報告

○ 36 22 市長の請求による工期の短縮等 （報告）

○ 37 23 工期の変更方法

○ 38 24 請負代金額の変更方法 （設計変更）

39 25 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更

○ 40 26 臨機の措置 指示、報告 指示、報告 報告

○ 41 27 一般的損害 審査報告 審査報告 調査報告

指示、報告 調査報告 報告

○ 43 29 不可抗力による損害 報告 調査報告 調査報告

44 30 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 （設計変更）

45 － 検査を行う職員

○ 46 31 検査及び引渡し(様式１８、１９、２０号） 進達、審査 審査報告 調査、報告

47 32 請負代金の支払

○ 48 33 部分使用 審査報告 報告

49 34 前金払(様式２１号）

50 35 保証契約の変更

51 36 前払金の使用等

○ 52 37 部分払（様式２２、２３号） 確認、進達 審査 調書作成

○ 53 38 部分引渡し

54 39 第三者による代理受領

55 40 前払金等の不払に対する工事中止

56 41 瑕疵担保

57 42 履行遅滞の場合における損害金等

57の2 － 談合等不正行為があった場合の違約金

○ 58 43 市長の解除権 報告 調査報告 報告

○ 59 44 市長の解除権 報告 調査報告 報告

○ 60 45 受注者の解除権 審査報告 報告 報告

○ 61 46 解除に伴う措置(様式２４号）

62 47 火災保険等 報告

63 48 違約金等の徴収

64 49 あっせん又は調停

65 50 仲裁

66 － 工事に関する規定の準用（様式２５，２６号）

67 52 補則

条項
執行規則条文の見出

監督業務

28 第三者に及ぼした損害
（事前調査を行う）

第４６条を準用する

第４６条を準用する

○ 42
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１． 指示・承諾・協議・提出・報告書 監督様式第１号 執行規則23条関係

２． 監督員通知書 監督様式第２号 執行規則23条関係

３． 出来形歩合調書 監督様式第３号 執行規則52条関係

監督の関係様式
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監督様式第１号

着手 年 月 日

完成 年 月 日

年 月 日

年 月 日 現場代理人

※注１．不要な文字は＝で消すこと。
※注２．起案用、監督員用、受注者用の３部とする。
※注３．起案用は上覧に決裁欄を設ける。

上記について承諾する。 受理する。
監 督 員

受 注 者 ㊞

現場代理人

下記のように指示・承諾・協議・提
出・報告する。願いたい。

監 督 員

受 注 者 ㊞

円

工事
箇所

工 期

工事名 請負代金額

契約
番号 指示・承諾・協議・提出・報告書
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監督様式第２号

1

2 年 月 日

3

上記のとおり監督員を定めたので、三島市建設工事執行規則

第２３条第１項の規定に基づき通知します。

年 月 日

発注者 三島市長

監 督 員 の 職 員 名 (総括監督員)

氏 名

住 所

受 注 者 商号又は名称

監 督 員 通 知 書

工 事 名

契 約 年 月 日

(担当監督員)

(主任監督員)
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監督様式第３号

１.工 事 名

２.工 事 箇 所

３.工 期 着 手 年 月 日

完 成 年 月 日

４.請 負 代 金 額 ￥

５.出 来 形 の 内 訳

年 月 日現在における第 回出来形は上記のとおり

相違ないことを証明します。

年 月 日

担当監督員 ㊞

年 月 日

出来形部分検査により、上記出来形部分を確認しました。

検査員 ㊞

総 出 来 形 歩 合

出来形
歩合

構成比
率 C×D 摘 要

C=B/A D

工 種 単位

設計数
量

出来形
数量

A B

C×D 摘 要

A B C=B/A D

設計数
量

出来形
数量

出来形
歩合

構成比
率

出 来 形 歩 合 調 書

工 種 単位
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三島市建設工事検査規程

三島市訓令第６号

（趣旨）

（用語の定義）

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 工事担当課 市が発注した工事の監督を担当する課をいう。

(3) 検査担当課 市が発注した工事の検査を担当する課をいう。

(5) 受注者 市と工事の請負契約を締結した者をいう。

（検査員）

（検査の種類）

第4条 工事の検査の種類は、次に掲げる3種類とする。

(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。

（工事請負契約締結の通知等）

（検査の立会い）

（検査の方法）

第7条 検査員は、契約書及び設計図書に基づいて検査を実施するものとする。

2 検査の実施に必要な技術的基準は、別に定める。

(2) 出来形部分検査 工事の中止、非常災害等による損害の発生、部分使用、部分払、請負契約
解除等の場合に、工事の既済部分（工事現場にある検収済みの工事材料を含む。）を確認するた
めの検査をいう。

(3) 中間検査 設計図書に基づき、工事施工中に、工事が適正に施工されているかを確認する
ための検査をいう。

第5条 工事担当課の長（以下「工事担当課長」という。）は、工事請負契約を締結したときは、
速やかに当該工事請負契約の内容を検査担当課長に通知しなければならない。

2 検査担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、工事担当課長に設計図書の提出を求
め、当該設計図書に基づき検査計画を立てるとともに、検査の執行について工事担当課長に通知
するものとする。

3 工事を中止し、工事請負契約の内容を変更し、又は当該工事請負契約を解除したときは、前2
項の規定を準用する。

第6条 検査担当課長は、当該工事について検査を実施するときは、監督員及び受注者の立会いを
求めなければならない。

第1条 この規程は、三島市建設工事執行規則（平成9年三島市規則第26号。以下「規則」とい
う。）第46条に規定する工事の検査の実施及び公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17
年法律第18号。以下「品確法」という。）第6条第1項に規定する完成時の施行状況の評価に関
し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 工事 建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第2条第1項に規定する建
設工事をいう。

(4) 監督員 市が発注した工事について、地方自治法（昭和22年法律第67号)第234条の2第1項
の規定による監督を行なう職員をいう。

第3条 検査を行う職員（下「検査員」という。）は、検査担当課の長（以下「検査担当課長」と
いう。）の命を受けて検査を実施する。
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（検査の中止）

(1) 正当な理由なしに第6条に定める検査の立会いを拒否されたとき。

(2) 検査の実施を妨げられたとき。

(3) その他検査の実施について支障があると認めるとき。

（不適合の場合の措置）

2 第5条から前条までの規定は、修補等に係る検査について準用する。

（検査の報告）

（品確法に基づく工事成績評定）

（補則）

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 検査担当課長は、前項の規定により提出された工事成績評定表に記載された契約の履行状況の
評定結果に、三島市建設工事監督規程（平成１７年三島市訓令第７号）第６条の規定により提出
された工事成績評定表に記載された契約の履行状況の評定結果を合算し、市長に報告しなければ
ならない。

3 検査担当課長は、前項の規定による報告の後、当該合算した契約の履行状況の評定結果を工事
担当課長に通知しなければならない。

第9条 検査担当課長は、検査を実施した結果、設計図書の内容に適合しない部分があると検査員
が認めた当該工事について、工事担当課長に対し、修補、改造その他必要な措置（以下「修補
等」という。）をとるべきことを通知するものとする。

第12条 この規程に定めるもののほか、工事の検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第10条 検査員は、検査を実施した結果、当該工事が設計図書の内容に適合すると認めたとき
は、検査の結果について報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 検査担当課長は、前項の規定による報告の後、当該検査の結果を工事担当課長に通知しなけれ
ばならない。

第11条 検査員は、完成検査を終了したときは、工事成績評定表に別に定めるところにより採点
した契約の履行状況の評定結果を記載して、検査担当課長に提出しなければならない。

第8条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。この場
合において、検査担当課長は、工事担当課長に対し、その理由を明記して通知するものとする。
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三島市建設工事検査技術基準

(実施）

この技術基準は、平成18年4月1日から実施する。

記

１ 土木工事 静岡県が定める「土木工事検査技術基準」を準用する。

２ 建築・設備工事 静岡県が定める「建築・設備工事検査技術基準」を準用する。

三島市建設工事検査規程第７条に基づき、三島市が発注する建設工事の検査に必要な技術基
準を下記のように定める。

ただし、工事内容等によりこの技術基準を適用することが適当でないと判断される場合は、
これによらないことができる。
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三島市建設工事修補等取扱基準

三島市建設工事検査規程第９条の不適合の場合の措置についての基準を次のように定める。

１ 目的

２ 適用

この基準は、三島市が発注した建設工事の検査に適用する。

３ 修補等の措置

４ 修補等の工事の区分

(1)修補等の工事に要する費用が直接工事費で１００万円以上をＡ修補という。

(2)修補等の工事に要する費用が直接工事費で１００万円未満のものをＢ修補という。

５ 修補等完了に伴う手続

(2)監督員は修補の完了検査を、検査担当課に依頼し、修補等の工事部分の検査を受ける。

(3)修補の完了検査は、当該工事の検査を行った検査員が行う。

(6)受注者への修補等完了検査結果は、検査結果通知書により通知する。

(8)口頭による修補等の指示についての確認等は、担当監督員が行う。

この基準は、完成検査、出来形部分検査及び中間検査において、三島市建設工事検査規程第
９条の不適合と通知された場合の措置の基準を示し、検査の適切な実施を図ることを目的とす
る。

工事担当課長は、不適合の検査結果通知を受けた時には、受注者に対し修補等命令書により
命ずる。

(5)修補等完了報告の決裁後、検査担当課長は検査結果通知書により、検査の結果を工事担当
課長へ通知する。

(7)出来形部分検査又は中間検査で不適合となり、修補等が発生した場合の完了検査は、完成
検査と同日に行なうことができる。

(3)現場の清掃及び後片付け、構造・機能上支障とならない軽微な傷や塗装斑或いは微調整等
の修補等で、口頭により修補等の指示を行なうものを指示事項という。

(1)受注者は修補等が完了した場合は、修補等完了届出書に修補等の完了写真及び資料を添え
て監督員に提出する。

(4)修補等完了検査を行った検査員は、修補等完了検査報告書により、市長に報告するものと
する。ただし、Ｂ修補以下は検査担当課長までの報告とする。
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工事担当課 担当監督員
主任監督員又は総括監督員

（担当が主任を兼ねる場合は、総括監督員）

受注者 現場代理人 主任技術者（監理技術者）

工事の検査の立会い者は、原則として下表のとおりとする。

立会い者

(4) 主要な材料の検査（工場検査等）

工事の材料で、単品の設計金額（材料費のみ）が５００万円を超えるもの又は重要であると判断さ
れるものについては、原則としてその材料についての検査を、出来形部分検査又は中間検査に
おいて実施するものとする。

(5) 検査の立会い

下水道管布設工事
下水道管布設施工中、またはマンホール施工
中。

中・大規模の新
築建物

A工程
地中梁が完了し、１階躯体工事の配筋及び型
枠施工中。

B工程
躯体コンクリート打設が完了し（鉄骨工事におい
ては建方、本締完了後）、サッシ取付中。

出来形部分検査

工事の既済部分（工事現場にある検収済みの工事材料を含む。）の検査で、引渡しを伴う場合
は、検査員が既済部分の成績評定を行い、その成績は完成検査時において集計される。

(3) 中間検査

建築・設備

中間検査は原則として請負金額が１，０００万円以上の工事、又は完成時に工事目的物の大部分
が明視できない工事について行なうもので、検査の実施時期は原則として下表のとおりとする。

土 木

水道管布設工事 水道管布設施工中。

内装の下地が完了し、仕上げ工事施工中。

工事種類 実施時期

共通 出来高５０％程度。

C工程

三島市建設工事に適用する検査体制

(1) 完成検査

完成検査は、工期内検査を目標とし、工期の完成２日前までに実施できるよう努める。

(2)
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契約 契約
▼ ▼

▼

▼
NO YES

▼
出来形部分・中間検査報告

検査結果通知(適合)

検査結果通知(不適合)
▼

出来形確認

▼
完成届提出 完成検査

▼
NO YES

▼
完成検査報告

修補を拒否

▼
修補完了届提出 修補完了検査申請(口頭) 修補完了検査

▼
NO
YES

▼
修補完了検査報告

▼

▼
不合格通知 契約解除 工事成績評定報告

▼

修補工事

完成検査結果通知書
（不適合）

及び修補等命令書

工事請負契約締結通知書
受理

監督員の成績と検査員の
成績の合算

工事成績評定通知書
受理

検査員の
成績評定

監督員(総括･担当)の
成績評定

工事成績評定通知

完成検査結果通知
（適合）

工事成績評定通知書
受理

工事目的物
引渡し完了

完成検査結果通知書
受理
(合格）

完成検査結果通知
（合格）

工事検査執行通知

出来形部分・中間検査
検査申請(口頭)

工事の完成
(社内検査)

完成届受理
検査申請(口頭)

三島市建設工事のフロー

受注者 工事担当課 検査担当課

工事請負契約締結通知

工事検査執行通知書
受理

施工

合否の判定

合否の判定

検査結果通知
（適合）

出来形部分検査
・中間検査

検査結果通知（不適合）
･修補命令

完成検査結果通知
（不適合）

合否の判定
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工事請負締結通知書 検査様式１号 検査規程第5条関係

工事検査執行通知書 検査様式２号 検査規程第5条関係

修補等命令書 検査様式３号 検査規程第9条関係

完成検査報告書 検査様式４号 検査規程第10条関係

出来形部分検査報告書 検査様式５号 検査規程第10条関係

中間検査報告書 検査様式６号 検査規程第10条関係

修補等完了検査報告書 検査様式７号 検査規程第10条関係

完成検査結果通知書 検査様式８号 検査規程第10条関係

出来形部分検査結果通知書 検査様式９号 検査規程第10条関係

中間検査結果通知書 検査様式１０号 検査規程第10条関係

検査の関係様式

１．

２．

３．

８．

９．

１０．

４．

５．

６．

７．
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検査様式第１号

第 号

年 月 日

検 査 課 長 様

(工事担当課長)

三島市建設工事検査規程第５条に基づき、工事請負契約締結について次のとおり

通知します。

￥

￥

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

補助関係（国・県・市）

主任技術者／監理技術者

工 事 担 当 課

担 当 監 督 員 職 ･ 氏 名

主 任 監 督 員 職 ･ 氏 名

着手

完成

受 注 者

現 場 代 理 人

総 括 監 督 員 職 ･ 氏 名

予 算 担 当 課

前 払 金

部 分 払

契 約 率

入 札 日

契 約 日

工 期

工 事 請 負 契 約 締 結 通 知 書

契 約 番 号

工 事 名

工 事 箇 所

設 計 金 額

請 負 金 額

4-8



検査様式第２号

第 号

年 月 日

（工事担当課長） 様

検 査 課 長

三島市建設工事検査規程第５条に基づき、次の工事について検査を実施するので

通知します。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※印欄は、後日連絡します。

摘 要

工 期
着手

工 事 名

工 事 箇 所

受 注 者

工 事 担 当 課

主 任 監 督 員 職 ･ 氏 名

担 当 監 督 員 職 ･ 氏 名

※ 検 査 年 月 日

完成

総 括 監 督 員 職 ･ 氏 名

工 事 検 査 執 行 通 知 書

契 約 番 号

執 行 す る 検 査 の 種 類

請 負 代 金 額
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検査様式第３号

第 号

年 月 日

（受注者) 様

（工事担当課長）

下記工事は、検査の結果合格しなかったので、修補等を命令します。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

修補事項

現 場 代 理 人

着手

完成

検 査 年 月 日

検 査 員 職 ・ 氏 名

担 当 監 督 員 職 ･ 氏 名

修 補 等 命 令 書

契 約 番 号

検 査 の 種 類

工 事 名

修 補 完 了 期 日

修 補 ラ ン ク

工 期

工 事 箇 所

請 負 代 金 額

受 注 者
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検査様式第４号

第 号

下記に基づき、別紙検査結果通知書を送付してよいか伺います。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

上記のとおり検査結果を報告します。

年 月 日

三島市長 様

検査員 ㊞

検 査 の 結 果

摘 要

完 成 年 月 日

完 成 届 受 理 年 月 日

工 期
着手

完成

担当監督員 職・氏名

検 査 立 会 者

検 査 年 月 日

工 事 担 当 課

完 成 検 査 報 告 書

契 約 番 号

決裁 起案

請 負 金 額

受 注 者

工 事 名

工 事 箇 所
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検査様式第５号

第 号

下記に基づき、別紙検査結果通知書を送付してよいか伺います。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

上記のとおり検査結果を報告します。

年 月 日

三島市長 様

検査員 ㊞

着手

完成

担当監督員 職・氏名

検 査 立 会 者

摘 要

検 査 年 月 日

検 査 の 結 果

工 期

工 事 担 当 課

出 来 形 部 分 検 査 報 告 書

契 約 番 号

決裁 起案

請 負 金 額

受 注 者

工 事 名

工 事 箇 所
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検査様式第６号

第 号

下記に基づき、別紙検査結果通知書を送付してよいか伺います。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

上記のとおり検査結果を報告します。

年 月 日

三島市長 様

検査員 ㊞

着手

完成

担当監督員 職・氏名

検 査 立 会 者

摘要

検 査 年 月 日

検 査 の 結 果

工 期

工 事 担 当 課

中 間 検 査 報 告 書

契 約 番 号

決裁 起案

請 負 金 額

受 注 者

工 事 名

工 事 箇 所

4-13



検査様式第７号

第 号

下記に基づき、別紙検査結果通知書を送付してよいか伺います。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

上記のとおり検査結果を報告します。

年 月 日

三島市長 様

検査員 ㊞

着手

完成

修 補 工 事 検 査 年 月 日

修 補 事 項

修 補 ラ ン ク

検 査 の 結 果

担当監督員 職・氏名

検 査 立 会 者

請 負 金 額

受 注 者

修 補 完 了 予 定 年 月 日

修 補 完 了 年 月 日

工 期

決裁 起案

工 事 担 当 課

工 事 名

工 事 箇 所

修 補 等 完 了 検 査 報 告 書

契 約 番 号
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検査様式第８号

第 号

年 月 日

(工事担当課長) 様

検 査 課 長

さきに依頼のあった下記工事を検査した結果について通知します。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

摘 要

完 成 年 月 日

完 成 届 受 理 年 月 日

検 査 立 会 者

工 期
着手

完成

検 査 年 月 日

検 査 の 結 果

契 約 番 号

工 事 名

完 成 検 査 結 果 通 知 書

工 事 担 当 課

受 注 者

担当監督員 職・氏名

工 事 箇 所

請 負 金 額

4-15



検査様式第９号

第 号

年 月 日

(工事担当課長) 様

検 査 課 長

さきに依頼のあった下記工事を検査した結果について通知します。

￥

着手 年 月 日

完成 年 月 日

年 月 日

摘 要

検 査 年 月 日

検 査 の 結 果

検 査 立 会 者

工 期

契 約 番 号

工 事 名

出 来 形 部 分 検 査 結 果 通 知 書

工 事 担 当 課

受 注 者

担当監督員 職・氏名

工 事 箇 所

請 負 金 額
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検査様式第１０号

第 号

年 月 日

(工事担当課長) 様

検 査 課 長

さきに依頼のあった下記工事を検査した結果について通知します。

￥

着手 年 月 日

完成 年 月 日

年 月 日

摘 要

受 注 者

請 負 金 額

担当監督員 職・氏名

工 事 担 当 課

検 査 の 結 果

検 査 立 会 者

工 期

検 査 年 月 日

中 間 検 査 結 果 通 知 書

契 約 番 号

工 事 名

工 事 箇 所
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成績評定編



三島市建設工事成績評定基準

１ 目的

２ 対象工事

３ 成績評定を行う者

４ 成績評定の時期

５ 成績評定の方法

(1)成績評定は、工事ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

(2)成績評定の採点は、別に定める「工事成績採点表」により行うものとする。

(3)細目別評定点の算出は、別に定める「細目別評定点採点表」により行うものとする。

(4)採点表の各考査項目ごとの採点は下記のとおりとする。

(ｱ) 土木工事は「標準型土木工事考査項目別運用表」参照するものとする。

(ｲ) 建築･設備工事は「標準型建築･設備工事考査項目別運用表」を参照するものとする。

(ｳ) 単独の解体工事は「標準型解体工事考査項目別運用表」を参照するものとする。

(6)成績評定にあたっては、三島市建設工事執行規則第46条の5項に規定する修補等が必要とさ
れたときは、当該修補等が行われる前の状態で評定するものとする。

ただし、修補等の命令を出した場合は、成績評定を減点することとし、修補等の程度に応じ
た点数を定める。

成績評定の時期は、検査員にあっては完成検査（引渡しを伴う既済部分の検査を含む。）の
とき、担当監督員及び総括監督員にあっては、工事の完成のときとする。

この基準は、三島市建設工事監督規程第６条及び三島市建設工事検査規程第１１条の工事成
績の評定に関する事項を定め、請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術
水準の向上に資するとともに、受注業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

工事成績の評定（以下「成績評定」という。）の対象とする工事は、三島市が発注した請負
工事とする。

成績評定の行う者（以下「評定者」という。）は、検査員並びに担当監督員及び総括監督員
とする。

(5)成績評定にあたっては、工事における「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関し
て、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考
慮するものとする。

5-1



１． 工事成績評定表（工事担当課） （工事担当課から検査担当課） 評定様式第１号

２． 工事成績評定表（検査担当課） （検査員から検査担当課長） 評定様式第２号

３． 工事成績評定報告書 （検査担当課長から市長） 評定様式第３号

４． 工事成績評定通知書 （検査担当課から工事担当課） 評定様式第４号

５． 工事成績評定通知書 （市長から受注者） 評定様式第５号

６． 項目別評定点 （市長から受注者） 評定様式第６号

７． 工事成績採点表 （検査員から検査担当課長） 評定様式第７号

８． 細目別評定点採点表 （検査員から検査担当課長） 評定様式第８号

成績評定の関係様式
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評定様式第１号

㊞

㊞

点

点

点

点 点

点 点

点

点

点

点

点

点

点 点

点 点

点

＊）特記すべき内容がある場合に記入。

担当監督員 総括監督員

所見
＊）

法 令 遵 守 (0～-２０)

(7～0)

評定 点計 小計＋６５点

社 会 性 等

(2～-15)

担当監督員 総括監督員
考 査 項 目

点 数

施工体制
施 工 体 制 一 般

担 当 監 督 員
所属課 職名

氏名

総 括 監 督 員

工 事 成 績 評 定 表 （工事担当課）

契 約 番 号

工 事 名

職名所属課

氏名

(1～-10)

配 置 技 術 者 (3～-10)

施 工 管 理 (4～-10)

施工状況
工 程 管 理 (4～-10)

安 全 対 策 (5～-10)

(5～-5)

出 来 ば え

(3～-15)

対 外 関 係 (2～-5)

出 来 形 (4～-5)
出来形
及び

出来ばえ

工 事 特 性

創 意 工 夫

品 質

(20～0)

小 計 (35～-30)(35～-65)

(10～0)
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評定様式第２号

㊞

点

点

点

点

点

点

＊）特記すべき内容がある場合に記入。

検査員

所見
＊）

法 令 遵 守

(35～-65)

評 定 点 計 小計＋６５点

小 計

創 意 工 夫

社 会 性 等

(5～-5)

工 事 特 性

出来形
及び

出来ばえ
出 来 ば え

(10～-20)

品 質 (15～-25)

出 来 形

(5～-15)

工 程 管 理

安 全 対 策

施工体制
施 工 体 制 一 般

配 置 技 術 者

施工状況

施 工 管 理

対 外 関 係

氏名

考 査 項 目
点数

検査員

検 査 員
所属課 職名

工 事 成 績 評 定 表 （検査担当課）

契 約 番 号

工 事 名
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評定様式第３号

第 号

下記に基づき、別紙工事成績評定通知書を送付してよいか伺います。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

上記のとおり成績評定の結果を報告します。

年 月 日

三島市長 様

検査課長 ㊞

職名

評
定
者

担 当 監 督 員
所属課 職名

総 括 監 督 員
職名

氏名

所属課

氏名

着手

決裁 起案

工 事 成 績 評 定 報 告 書

契 約 番 号

工 事 名

請 負 代 金 額

工 期

受 注 者

点

摘 要

完成

検 査 年 月 日

検 査 員

評 定 点

氏名

所属課
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評定様式第４号

第 号

（工事担当課長） 様 年 月 日

検 査 課 長

三島市建設工事検査規程第１１条に基づき、次の工事の成績評定の結果を通知します。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

摘 要

職名

氏名

評 定 点 点

評
定
者

検 査 員
所属課

職名

氏名

総 括 監 督 員
所属課 職名

氏名

担 当 監 督 員
所属課

検 査 年 月 日

契 約 番 号

工 事 名

工 事 成 績 評 定 通 知 書

請 負 代 金 額

工 期
着手

完成

受 注 者

5-6



評定様式第５号

第 号

年 月 日

(受注者) 様

三島市長 印

貴社が受注した工事について、三島市建設工事検査規程第１１条に基づき評定した

結果を通知します。

￥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

摘 要

完成
工 期

着手

検 査 年 月 日

評 定 点

工 事 成 績 評 定 通 知 書

工 事 箇 所

請 負 代 金 額

工 事 名

契 約 番 号

点
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評定様式第６号

100点評 定 点 合 計 ／

／ 5.2点

7. 法令遵守等（減点のみ）

6. 社会性等（加点のみ） 地域への貢献等

／ 7.3点

5. 創意工夫（加点のみ） 創意工夫 ／ 5.7点

4. 工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応

／ 8.5点

品質 ／ 17.4点

出来形 ／ 14.9点

3.
出来形
及び
出来ばえ

Ⅰ．

Ⅱ．

Ⅲ．出来ばえ

3.7点Ⅳ．対外関係

／ 8.1点

Ⅲ．安全対策 8.8点

Ⅱ．工程管理

／ 4.1点

13.0点

2. 施工状況

Ⅰ．施工管理 ／

／

／

／ 3.3点

1. 施工体制

Ⅰ．施工体制一般

Ⅱ．配置技術者

項 目 別 評 定 点

契 約 番 号

評 価 項 目 細別 評定点 ／ 満点
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評定様式第７号

～

所属 職名 所属 職名 所属 職名 所属 職名

氏名 氏名 氏名 氏名

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 評定 点数 ａ ａ' ｂ ｂ' ｃ ｄ ｅ 評定 点数 ａ ａ' ｂ ｂ' ｃ ｄ ｅ 評定 点数 ａ ａ' ｂ ｂ' ｃ ｄ ｅ 評定 点数

Ⅰ 1.0 0.5 0.0 -5.0 -10.0

Ⅱ 3.0 1.5 0.0 -5.0 -10.0

Ⅰ 4.0 2.0 0.0 -5.0 -10.0 5.0 2.5 0.0 -7.5 -15.0 5.0 2.5 0.0 -7.5 -15.0

Ⅱ 4.0 2.0 0.0 -5.0 -10.0 2.0 1.0 0.0 -7.5 -15.0

Ⅲ 5.0 2.5 0.0 -5.0 -10.0 3.0 1.5 0.0 -7.5 -15.0

Ⅳ 2.0 1.0 0.0 -2.5 -5.0

Ⅰ 4.0 2.0 0.0 -2.5 -5.0 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 -10.0 -20.0 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 -10.0 -20.0

Ⅱ 5.0 2.5 0.0 -2.5 -5.0 15.0 12.0 7.5 4.0 0.0 -12.5 -25.0 15.0 12.0 7.5 4.0 0.0 -12.5 -25.0

Ⅲ 5.0 2.5 0.0 -5.0 5.0 2.5 0.0 -5.0

4. Ⅰ

5. Ⅰ

6. Ⅰ 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0

点 点 点 点

① 点 ② 点 ③ 点 ④ 点

○既済部分があった場合：(① 点×0.4＋② 点×0.2＋③ 点×0.2+④ 点×0.2= 点

点 ただし、③既済が2回以上の場合は平均点とする。

○既済部分がなかった場合：（① 点×0.4＋② 点×0.2+④ 点×0.4= 点

7. 点

点 ○評定点計 （ 点）－7.法令遵守等 （ 点

8. 技術提案履行確認 *9 履行 不履行 対象外

（担当監督員及び主任監督員） （総括監督員） （検査員） （検査員）

*1 1～3の評定（65点±加減点合計）＋4、5、6の評定（加点合計）＝評定点 各評点（①～④）は少数第1位まで記入する。（四捨五入）
*2 工事特性は当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価す項目である。

評価に際しては、担当監督員からの報告を受けて総括監督員が評価するのもとする。
*3 創意工夫は企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。
*4 ４，５，６は加点評価のみとする。また法令遵守は、減点評価のみとする。
*5 特記事項の所見は必要に応じ記載する。
*6 各考査項目ごとの採点は、考査項目別運用表によるものとし、完成技術検査の評価に先立ち、担当、総括監督員が行う。
*7 法令遵守等の評価は総括監督員が行う。修補命令等による減点については、法令遵守等の欄を使用するものとする。
*8 評点合計は四捨五入により整数とする。
*9 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、「不履行」を選択する。

+20.0 ～ 0

点）＝

施 工 状況

工 事 成 績 採 点 表

契約番号 工事名

5
-
9

特記事項 *5

項目 細別

1. 施 工 体制
施 工 体 制 一 般

配 置 技 術 者

工事箇所

請負代金額（最終） 受注者 契約工期 平成 年 月 日 平成 年 月 日 検査年月日 平成 年 月 日

考査項目

担当監督員 総括監督員 検査員（既済） 検査員（完成）

施 工 管 理

工 程 管 理

安 全 対 策

対 外 関 係

3.
出 来 形
及 び
出 来 ば え

出 来 形

品 質

出 来 ば え

2.

工 事 特性 施工条件への対応 *2

7.0～0.0

社 会 性等 地 域 へ の 貢 献 等

加減点合計(1+2+3+4+5+6)

創 意 工夫 創 意 工 夫 *3

評価点(65±加減点合計) *1

評定点計

法令遵守等 *7

総合評価
技術提案

評定点合計 *8



評定様式第８号

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 ×0.4＋2.9点＝ ／3.3点

Ⅱ．配置技術者 ×0.4＋2.9点＝ ／4.1点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 ×0.4＋2.9点＝ ×0.4＋6.5点＝ ×0.4＋6.5点＝ ／13.0点

Ⅱ．工程管理 ×0.4＋2.9点＝ ×0.2＋3.2点＝ ／8.1点

Ⅲ．安全対策 ×0.4＋2.9点＝ ×0.2＋3.3点＝ ／8.8点

Ⅳ．対外関係 ×0.4＋2.9点＝ ／3.7点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 ×0.4＋2.8点＝ ×0.4＋6.5点＝ ×0.4＋6.5点＝ ／14.9点

Ⅱ．品質 ×0.4＋2.9点＝ ×0.4＋6.5点＝ ×0.4＋6.5点＝ ／17.4点

Ⅲ．出来ばえ ×0.4＋6.5点＝ ×0.4＋6.5点＝ ／8.5点

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 ×0.2＋3.3点＝ ／7.3点

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 ×0.4＋2.9点＝ ／5.7点

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 ×0.2＋3.2点＝ ／5.2点

７．法令遵守等（減点のみ） ×1.0＝

／100点

８, 総合評価技術提案 履行 不履行 対象外

※ 既済部分検査があった場合 （①＋②＋③×0.5＋④×0.5） ＝ 細目別評価点（既済が2回以上の場合は③を平均する）

既済部分検査がなかった場合 （①＋②＋④） ＝ 細目別評価点

※ 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は『不履行』を選択する。

評定項目 細 別
評 定 者

細目別評定点 得点割合
① 担当監督員 ② 総括監督員 ③ 検査員（既済） ④ 検査員(完成）

契約番号：

5
-
1
0

細 目 別 評 定 点 採 点 表

評定点計



資料編



□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

□ □
□ □
□ □
□

□ □
□ □

□ □
□ □
□ □

※1：建築一式工事の場合4,500万円
※2：①国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事、又は、②鉄道、道路、河川、飛行場、港湾施設､

上下水道、電気施設、学校、福祉施設、図書館、美術館、教会、病院、百貨店、ホテル、共同住宅､
ごみ処理施設（個人住宅を除くほとんどの施設が対象）の建設工事

※3：建築一式工事の場合5,000万円

□ □

(建設業法15条2号ロ)

□ 国土交通大臣特別
認定者

(建設業法15条2号
ハ)

(建設業法15条2号
ハ)

専任 専任

必要

該当なし

必要
不要 不要

(建設業法7条2号イ)

建設工事１０年以上
の実務経験

(建設業法7条2号ロ)

□

□

資格については、主任技術者の扱いと同じ
指定建設業（７業種）の場合は国家資格者に限る（実務経験のみは該当しない）

該当なし

公共性のある工作物に関する建設工事(※2)
請負金額が2,500万円(※3)以上

□ □ □

4,500万円以上の工
事の指揮監督歴２年
以上実務経験

(建設業法7条2号イ)

□ □ □

□ □

□□ □

監理技術者

3,000万円(※1)以上

主任技術者

一般建設業

建具
左官 消防施設

□監理技術者

清掃施設

一般建設業□特定建設業

現場技術者の資格チェックシート

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度

3,000万円(※1)未満

主任技術者

高卒５年、大卒３年以
上の実務経験

１，２級国家資格者・
国土交通大臣特別
認定者

(建設業法7条2号ハ)

特定建設業

3,000万円(※1)未満

指定建設業（７業種）に係る工事 その他の工事（７業種以外の２１業種）

□

□ 3,000万円(※1)以上

石 大工
鉄筋 電気通信

熱絶縁 板金

造園

ガラス

□ □

高卒５年、大卒３年以
上の実務経験

１，２級国家資格者・
国土交通大臣特別
認定者

(建設業法7条2号ハ)

水道施設

機械器具設置

□

タイル・れんが・ブロック

さく井
しゅんせつ
とび・土工・コンクリート 屋根

舗装

内装仕上

非専任 非専任

(建設業法15条2号イ)

(建設業法15条2号ロ) (建設業法7条2号ロ)

建設工事１０年以上
の実務経験

国土交通大臣特別
認定者

□

防水

建設工事
の種類
（２８業種）

許可の種類

下請金額の
合計額

工事現
場に置
くべき
技術者

鋼構造物

塗装

土木一式
建築一式
電気
管

(建設業法15条2号イ)

4,500万円以上の工
事の指揮監督歴２年
以上実務経験

監理技
術者資
格者証
の必要
性

専門技
術者の
資格要
件

技術者
の資格
要件

技術者
の専任
性

国家資格者 国家資格者

発注者が国、地方公共団体

例：電気工事の一部に埋設配管工事が含まれ、これらの土工事を下請で施工させる場合、下請人には専門
技術者（土木工事業主任技術者）が必要
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１ 工事名等 平 成 年度 工- 号

工事名

受注者

工 期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

２ 本人の確認等（現場代理人、技術者関係）

（１） 現場代理人の常駐の確認

・本調査時点での在または不在の確認 在 不在

・不在の場合の、連絡体制 □ 有り 無し

（２） 技術者の区分と専任の義務

a 技術者の同一人の確認

・着工時点における技術者名 氏名 監理技術者 主任技術者

・技術者名の資格要件 技術者番号

取得年月日

・本調査時点での氏名 氏名 同一者 同一者以外

・同一者以外の場合の指示等 指示書

改善要望書

ｂ 資格証明書携帯の確認 携帯 不携帯

ｃ 技術者の専任義務 専任 兼任可能

・本調査時点での在または不在の確認 在 不在

・不在の場合の、連絡体制 有り 無し

３ 技術者の直接的、かつ恒常的な雇用関係の確認

a 健康保険証の確認 有り 無し

ｂ 保険証に記載されている勤務する会社名の確認 会社名

ｃ 恒常的な雇用の確認

□ 恒常的雇用 社員年数 年 入社年月日

□ 直前雇用 入社年月日

４ 現場における施工体制台帳等の確認

a 施工体制台帳の現場における整備の確認 有り 無し

ｂ 一時下請け契約書の写しの確認 有り 無し

ｃ 再下請け通知書の写しの確認（再下請契約をした場合） 有り 無し

５ 標識等の掲示の確認

a 施工体系図掲示の確認

・工事関係者及び公衆の見やすい場所（計２ヶ所） 有り 無し

ｂ 建設業退職金共済組合への加入標識の確認 有り 無し

・「なし」の場合、他の制度の加入の有無の確認 制度名（ ）

ｃ 労災保険関係成立標識の確認 有り 無し

ｄ 建設業許可標識の確認 有り 無し

現場における技術者、施工体制台帳等確認チェックシート

確認年月日 年 月 日 確認者職氏名

契約番号

年 月 日

年 月 日

号

年 月 日

年 月 日

年 月 日

6-2



平成 年 月 日現在

検査区分 □ 完成 □ 中間(1) □ 中間(2) □ □ 出来形部分(2)

チェック欄

□ 1.

□ 2.

□ 3.

□ 4.

□ 5.

□ 6.

□ 7.

□ 8.

□ 9.

□ 10.

□ 11.

□ 12.

□ 13.

□ 14.

□ 15.

□ 16.

□ 17.

□ 18.

□ 19.

□ 20.

□ 21.

□ 22.

□ 23.

□ 24.

□ 25.

□ 26.

□ 27.

□ 28.

□ 29.

□ 30.

□ 31.

□ 32.

□ 33.

□ 34.

□ 35.

□ 36.

チェック欄

□ 1.

□ 2.

□ 3.

□ 4.

□ 5.

□ 6.

必須

必須

必須

検査資料

完成検査写真帳

必須

工事提出書類チェックリスト

必要時

必須

必須

必須

必須

必須

完成届出書

必要時

必要時

必須

必要時

必要時

必要時

水道本管工事等の場合

必須

必須(中退共等の場合は証明書)

500万以上必須

必要時

下請有り必須

必須

必須

規格品、認定品以外必須

必須

必要時

必須

あっても作成させるように努め、現場内に施工体系図を掲示する。

※本表は一般的な建設工事における提出書類を示したものであり、この他に規則、仕様書等で定められた書類は必要に

使用材料品質証明書

再生資源利用計画書及び実施書

下請負人通知書

施工体制台帳

変更工程表

材料検査簿

下請3,000万以上必須

工期延長の場合

応じて提出させる。

工事カルテ登録受領書の写し

使用材料承諾書

工事日誌

工事工程月報

工事写真帳

工事記録簿

安全・訓練等の実施記録

指示・承諾・協議・提出・報告書

※「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を鑑み、施工体制台帳は、下請負金額が3,000万円未満で

工－

現場における技術者、施工体制台帳等確認チェックシート 必須

［提出書類］

必須

現場技術者の資格チェックシート 必須

労災保険関係成立票

契約番号 工事名
所 属

担当監督員名

必要時

工程表

品質管理試験表

交通規制関係

休日・夜間作業届

有資格者一覧表

工事看板

建設業の許可証

数量の算出及び完成図

完成写真帳（着手前と完成時の対比）

施工計画書（施工図等含む）

建退協加入済告知表

施工体系図

建設業許可証

その他（ ）

産業廃棄物管理表（マニフェスト）の写し

［現場内整備］

必須

必須

建設業退職金共済掛け金収納書等

材料規格試験表

出来形部分(1)

その他（ ）

段階確認・立会願 必要時

必須現場代理人等通知書（経歴･証明書等含む）

請負代金内訳書

各種資格免許
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工 事 名 ：

単位 摘要

出来形調書

工種 設計数量 出来形数量 検査数量
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平成 年 月 日現在

工 事 名 ：

工事箇所 ：

進 捗 率 ：

単位
設計数量

(A）
出来形数量

（B）
摘要

計

6
-
5

中間検査時工事進捗状況調書

工種
出来形歩合

（C）％
構成比率

(D)
（C）＊（D）

％



1 契約番号

2 工 事 名

3 検査の種類

4 検査年月日 平成 年 月 日

5 立 会 者

三島市

受注者

工事検査立会者名簿
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